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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

我が国では、世界的に例を見ないスピードで高齢化が進んでおり、団塊の世代※ 

が 75 歳以上の後期高齢者になる 2025 年には、4 人に 1 人が 75 歳以上となる社会

を迎えます。総務省統計局によれば、令和 5 年 9 月 15 日現在推計の全国平均の

高齢化率は 29.1％となっており（「統計からみた我が国の高齢者－「敬老の日」

にちなんで－」）、持続可能な社会保障制度の構築に向けたさまざまな課題や、人

口減少と超高齢化による経済の停滞など、将来の生活への不安が増しています。

さらには、ひとり暮らし高齢者の増加や地域コミュニティ※の変化によって、住民

相互のつながりが希薄化しているといわれており、地域において高齢者を支える

新たな仕組みづくりが必要となっています。 

また、介護保険制度については、平成 12 年に社会全体で高齢者介護を支える仕

組みとして創設され、広く定着しましたが、高齢者数の増加、サービス利用の大

幅な伸びにより費用の増加が続いている状況です。 

このような中、草津あんしんいきいきプラン第 8 期計画では、基本理念を「す

べての市民が人として尊重され、一人ひとりがいきいきと輝き、安心して暮らす

ことのできるまちづくり」とし、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した

日常生活を営むことができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体

的に提供される「地域包括ケアシステム※」の構築に向け、様々な取組を進めてき

ました。 

本市においては、現在、全国や滋賀県と比べると高齢化率は低くなっているも

のの、平成 25(2013)年には 19.2％だった高齢化率は令和 5（2023）年には 22.4％

と上昇基調にあります。また、高齢者人口も増加を続けており、特に 75 歳以上の

後期高齢者の増加、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯の増加により、支

援を要する高齢者等が増加することが見込まれます。 

さらなる高齢化の進展を見据え、すべての高齢者が安心していきいきと暮らせ

る社会をめざし、地域と行政が協働し、事業を円滑に実施していくための計画と

して「草津あんしんいきいきプラン第 9 期計画」（以下「本計画」という。）を策

定します。  

注：文章中の※印のある用語は、「資料編」に用語解説を掲載しています。 
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２ 計画について 

（１）法令等の根拠                             

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 に規定する高齢者の福祉に関する「老人福

祉計画」と、介護保険法第 117 条に規定する介護サービスの給付に関する「介護

保険事業計画」を一体的に作成するものです。 

 

 

（２）計画の期間                              

本計画の計画期間は、令和 6（2024）年度から令和 8（2026）年度までの 3 年間

です。 

なお、本計画は、団塊世代が 75 歳以上となる令和 7（2025）年を計画期間中に

迎えることとなり、また全国的に高齢者人口がピークを迎える令和 22（2040）年

を中長期的に見据えた計画とします。 

 
平成30～令和2 

（2018～2020） 

令和3～5 

（2021～2023） 

令和6～8 

（2024～2026） 

令和9～11 

（2027～2029） 

 令和21～23 

（2039～2041） 

                

 

 

（３）関連計画との関係                           

本計画は、「第 6 次草津市総合計画」を上位計画とし、高齢者福祉施策や介護保

険制度を円滑に推進することを目的に、「健康くさつ 21」「草津市地域福祉計画」

および他の関連する計画との整合を図りつつ、これからの取り組むべき課題を明

らかにするとともに、それらの課題解決に向けた取組を推進するものです。 

  

第 7 期計画 第 10期計画 第 8 期計画 第 9 期計画 第 14 期計画 

令和 22（2040）年までの中長期的見直し 
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〇位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）災害や感染症への対応                        

近年の台風、豪雨等の自然災害や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、

災害や感染症への対応が必要です。 

災害時に迅速かつ的確な避難等の行動をとることが困難な高齢者には、民生委

員・児童委員※や町内会等の協力を得ながら、避難行動要支援者※避難支援プラン

に基づく支援体制づくりなどに取り組みます。 

また、高齢者は、感染症に罹患した場合、重症化する危険性が高い傾向にあり

ます。介護サービスは、利用者やその家族の生活にとって必要不可欠なものであ

り、災害時や感染症流行時においてもサービスの継続が求められることから、介

護事業所や県、関係部局等と連携し、感染症対策等に関する研修の実施や感染拡

大防止策の周知啓発、必要物資の調達体制の整備などに取り組みます。 

 

  

草津市健幸都市づくり 

基本方針 

第６次草津市総合計画 

ひと・まち・ときをつなぐ 絆をつむぐ ふるさと 健幸創造都市 草津 

補完 

健康くさつ２１ 

～健康づくりの総合的な推進～ 

草津市地域福祉計画 

～地域共生社会の実現～ 

草津あんしんいきいきプラン第９期計画 

計画期間：令和６年度～令和８年度 

他
の
関
連
計
画 

整合 

草津市認知症施策アクション・プラン 
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（５）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進       

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015

年 9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」

にて記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。 

ＳＤＧｓは 17 の目標・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り

残さない（leave no one behind）」ことを基本理念として掲げています。 

「第 6 次草津市総合計画 第 1 期基本計画」では、基本方針ごとに関連するＳ

ＤＧｓの 17の目標を示し、ＳＤＧｓという世界共通のものさしを用いることによ

り、多様なステークホルダー※との目標の共有と連携の強化を図り、取組をより一

層進めることで、持続可能なまちの実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画につきましても、ＳＤＧｓを意識して取り組み、地域や関係団体など、

社会における様々な担い手と連携しながら、高齢者の最善の利益が実現される社

会をめざします。   
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３ 日常生活圏域 

介護保険事業計画では、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、介

護サービス施設の整備状況などを総合的に勘案し、高齢化のピーク時までにめざ

すべき地域包括ケアシステムを念頭において、日常生活圏域を定めることとされ

ています。 

本市においては、小学校を最小単位の生活基盤とした上で、高齢者保健福祉施

策の取組の継続・発展の観点から、中規模である中学校区（6 学区）を日常生活

圏域としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋川 

大路 

草津 

常盤 

新堂 

笠縫東 
笠縫 

松原 

山田 

矢倉 老上西 
老上 

草津 

南笠東 

玉川 

老上 

志津南 

高穂 志津 

玉川 

■新堂中学校区（笠縫東、常盤） 

総人口 15,663 人 

高齢者人口 4,349 人 

高齢化率 27.8％ 

要支援・要介護認定者数 739 人 

認定率 17.0％ 

 

■草津中学校区（草津、大路、渋川） 

総人口 33,305 人 

高齢者人口 6,847 人 

高齢化率 20.6％ 

要支援・要介護認定者数 1,253 人 

認定率 18.3％ 

 

■高穂中学校区（志津、志津南、矢倉） 

総人口 30,527 人 

高齢者人口 6,244 人 

高齢化率 20.5％ 

要支援・要介護認定者数 1,057 人 

認定率 16.9％ 

 

■玉川中学校区（玉川、南笠東） 

総人口 20,103 人 

高齢者人口 4,128 人 

高齢化率 20.5％ 

要支援・要介護認定者数 684 人 

認定率 16.6％ 

 

■老上中学校区（老上、老上西） 

総人口 20,903 人 

高齢者人口 3,902 人 

高齢化率 18.7％ 

要支援・要介護認定者数 724 人 

認定率 18.6％ 

 

■松原中学校区（山田、笠縫） 

総人口 19,049 人 

高齢者人口 5,797 人 

高齢化率 30.4％ 

要支援・要介護認定者数 1,238 人 

認定率 21.4％ 

 

資料：総人口、高齢者人口は住民基本台帳、要支援・要介護認定者数は草津市資料（令和 5 年 10 月 1 日)

日現在） 

■草津市（全体） 

総人口 139,550 人 

高齢者人口 31,267 人 

高齢化率 22.4％ 

要支援・要介護認定者数 5,798 人 

認定率 18.5％ 

※要支援・要介護認定者数には、 

住所地特例の人数を含む。(市外を含む) 
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４ 計画の策定体制 

（１）委員会の開催 

学識経験者や保健医療・福祉関係者、公募による被保険者※代表者等が参画す

る「草津市あんしんいきいきプラン委員会」において審議を行い、幅広い意見の

反映に努めました。 

 

（２）高齢者の生活と意識に関する調査の実施 

本市の高齢者の現状や地域の実態などを把握するために、アンケートおよび聞

き取りによる実態調査を実施し、地域の実態把握、課題抽出等に努めました。 

 

調査名 草津市介護予防･日常生活圏域ニーズ調査 草津市在宅介護実態調査 

調査目的 

生活支援の充実、高齢者の社会参加や

支え合いの体制づくり、介護予防※の推

進等のために必要な社会資源の把握等

を行う。 

高齢者等の適切な在宅生活の継続

と家族等介護者の就労継続の実現

に向けた介護サービスの在り方を

検討する。 

調査対象 

市内在住の 65 歳以上の市民のうち、要

介護１～5 の認定を受けていない方：

5,500 人（無作為抽出） 

市内在住の在宅で生活をする要支

援・要介護者※のうち「要支援・要

介護認定※の更新申請・区分変更

申請」を行い、調査期間中に認定

調査※を受けた方：600 人 

調査方法 
郵送配布、郵送回収によるアンケート

調査 
認定調査員による聞き取り調査 

調査期間 令和 5 年 1 月 20 日～2 月 20 日 
令和 4 年 11 月 8 日 

～令和 5 年 6 月 30 日 

回収状況 
有効回収数 3,532 件 

（有効回収率 64.2％） 

有効回収数 595 件 

（有効回収率 99.2％） 
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調査名 在宅生活改善調査 居所変更実態調査 介護人材実態調査 

調査目的 

自宅等にお住まいの

方で、現在のサービス

利用では生活の維持

が難しくなっている利

用者の実態を把握し、

地域に不足する介護

サービス等を抽出す

る。 

過去１年間の新規入居・

退去の流れや、退去の理

由などを把握すること

で、住み慣れた住まい等

で暮らし続けるために必

要な機能等を検討する。 

介護人材の実態を個票

で把握することにより、

性別・年齢別・資格有無

別などの詳細な分析を

行い、介護人材の確保

に向けて必要な取組等

を検討する。 

調査対象 

居宅介護支援事業所：

31 件 

小規模多機能型居宅

介護事業所：9 件 

看護小規模多機能型

居宅介護事業所：1 件 

地域密着型介護老人福

祉施設：5 件 

認知症対応型共同生活

介護事業所：7 件 

介護医療院：1 件 

介護老人保健施設：2 件 

介護老人福祉施設：8 件 

サービス付き高齢者向け

住宅※：8 件 

住宅型有料老人ホーム：

8 件 

 

地域密着型介護老人福

祉施設：5 件 

認知症対応型共同生活

介護事業所：7 件 

地域密着型通所介護事

業所：18 件 

認知症対応型通所介護

事業所：1 件 

小規模多機能型居宅介

護事業所：9 件 

看護小規模多機能型居

宅介護事業所：1 件 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所：1

件 

調査方法 メール メール メール 

調査期間 
令和 5 年 1 月 5 日 

～2 月 10 日 

令和 5 年 1 月 5 日 

～2 月 10 日 

令和 5 年 1 月 5 日 

～2 月 10 日 

回収状況 
有効回収数 41 件 

（有効回収率 100％） 

有効回収数 39 件 

（有効回収率 100％） 

有効回収数 42 件 

（有効回収率 100％） 
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（３）パブリックコメントの実施                    

計画策定にあたって、広く市民の意見を求めるためにパブリックコメント※を

実施しました。（実施期間：令和 6 年 1 月 5 日～令和 6 年 2 月 5 日） 

 

５ 国の基本方針（制度改正の内容）について (抜粋) 

厚生労働省は令和 5(2023)年 7 月 10 日の社会保障審議会介護保険部会におい

て、第 9 期介護保険事業計画の基本指針のポイント（案）を提示しました。基本

指針は市町村が介護保険事業計画を策定する際のガイドラインの役割を果たして

います。 

第 9 期介護保険事業計画の策定については、第 8 期介護保険事業計画の基本方

針を踏襲し、地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の

生産性向上の推進等について、引き続き取組を進めていくことが示されています。 

 

（１）介護サービス基盤の計画的な整備 

・医療・介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強

化 

・在宅生活を支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型

居宅介護など地域密着型サービス※の更なる普及 

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

・重層的支援体制整備事業などによる障害者福祉や児童福祉など他分野との連

携促進 

・認知症※高齢者の家族やヤングケアラー※を含む家族介護者支援の取組 

・地域共生社会※の実現という観点からの住まいと生活の一体的支援の重要性 

・多様な主体による介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できる

よう、総合事業の充実化を推進 

（３）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保 

・ケアマネジメント※の質の向上および人材確保 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と将来の姿 

１ 高齢者の現状 

（１）人口構造 

草津市の人口の推移をみると、総人口は緩やかに増加傾向にあり、令和 5（2023）

年 10月 1日現在で 139,550人となっています。 

年齢 3区分人口構成比の推移でみると、高齢者（65歳以上）人口の割合が緩やか

に増加しています。 

 
【近年の総人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 10月 1 日現在） 

 

 
【近年の年齢３区分人口構成比の推移】 
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0～14歳 15～64歳 65歳以上

資料：住民基本台帳（各年 10月 1 日現在） 

19,612 19,874 20,168 20,236 20,352 20,372 20,356 20,364 20,426 20,208 20,173 
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（２）高齢者人口および高齢化率の推移 

住民基本台帳の人口で近年の動向をみると、令和 5年 10月 1日現在の高齢者（65

歳以上）人口は 31,267 人となっています。総人口に占める高齢者人口の比率（高齢

化率）は 22.4％となっており、緩やかに高齢化が進んでいます。 

 

【高齢者人口および高齢化率の推移】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳（各年 10月 1 日現在） 
 

小学校区別人口をみると、高齢者人口は、笠縫、笠縫東、草津の順で多くなって

います。高齢化率は、常盤、山田、笠縫の順で高くなっています。 

 
【小学校区別人口･高齢化率】 

 

 

  

資料：住民基本台帳（令和 5年 10月 1 日現在） 
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【高齢化率の推移】 
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（３）高齢者世帯数の推移 

高齢者の世帯総数は右肩上がりで増加しており、平成 27 年と令和 2 年を比較す

ると、全体で 1,849 世帯増加しています。また、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者

夫婦のみ世帯の伸び率は高く、これらの世帯の占める割合が高くなっています。 

 
【高齢者世帯数の推移】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 

 
【高齢者がいる世帯構成比の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 
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（４）就業等の状況 

国勢調査によれば令和 2 年 10 月 1 日現在で、65 歳以上の就業者数は 6,776 人と

なっており、増加傾向で推移しています。産業分類別では第3次産業の就業者が4,471

人と多く、昭和 55 年以降増加の一途にあります。 

高齢者人口に対する就業率をみると、近年は増加傾向で推移しています。 

【高齢者の就業者数の推移】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 
 
 
 
 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 
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（５）高齢者に関わる地域活動等の状況 

老人クラブ※などを中心とした高齢者の交流･互助活動や、地域サロン※など地域

の身近なところで気軽に集うことのできる場づくりなど、各地域の創意工夫を生か

した取組がなされています。 

老人クラブ活動については、クラブ数と会員数は近年、減少傾向にあります。地

域サロンの実施箇所数は近年横ばいが続いています。 

 

【老人クラブ数・会員数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：草津市老人クラブ連合会（各年 4 月 1 日現在） 

【地域サロンの実施箇所数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

資料：草津市資料（各年度末現在）  
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２ 要支援・要介護認定者の現状 

（１）要支援・要介護認定者数および認定率の推移 

本市の要支援･要介護認定者数は増加傾向で推移しています。要支援･要介護認定

者数は、令和 5 年 10 月 1 日現在で 5,798 人となっており、この 3 年間で 673 人の

増加がみられます。内訳をみると、介護予防サービスの対象である要支援認定者（要

支援 1･2）が 1,340 人、介護サービスの対象である要介護認定者（要介護 1～5）が

4,458 人となっています。要支援･要介護度別では、要介護 1 が 1,761 人（構成比

30.4％）と最も多くなっています。 

 

【要支援・要介護度別認定者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：介護保険事業状況報告（各年 10月 1 日現在） 

※住所地特例の人数を含む。(市外を含む) 

 
  

440 506 552 566 618 685 703 696 715 719 736
446 444 492 490 462 491 536 559 550 553 604

1,170 1,210 
1,275 1,311 1,323 

1,399 1,460 1,512 1,609 1,737 1,761540 
575 

610 670 665 
676 

719 795 778
800 855

436 
477 

520 482 569 
573 

608 
632 686

761
758

406 
389 

392 435 
472 

464 
469 

485
537

592
625

358 
394 

379 
404 

436 
461 

445 
446

455
457

459

3,796 
3,995 

4,220 
4,358 

4,545 
4,749 

4,940 
5,125 

5,330 
5,619 

5,798 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成25年

（2013）

平成26年

（2014）

平成27年

（2015）

平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

令和元年

（2019）

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



 

 

20 

日常生活圏域別に要支援･要介護認定者数をみると、高穂、草津、松原で認定者数

が多くなっています。各圏域の近年の推移は、おおむね増加傾向にあります。 
 

【日常生活圏域別 要支援･要介護認定者数の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：草津市資料（各年 10月 1 日現在、令和 5 年は暫定値） 
※住所地特例の人数は含まない 

 

高齢者人口に占める認定者数の割合である認定率を国･県と比べると、本市の認定

率は低く、比較的要支援・要介護認定者が少ない地域となっておりましたが、近年

は、県の認定率に近づきつつあります。 
 

【認定率の推移】 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：介護保険事業状況報告（各年 3 月末現在） 

※認定率は、第１号被保険者の認定者数÷第１号被保険者数で算出しています。  
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（２）介護保険サービスの利用状況 

介護保険サービスの利用状況は、1 か月あたりの利用人数をみると、介護予防サ

ービスはやや減少傾向、介護サービスは増加傾向にあります。また、介護予防サー

ビスについては、全体では実績値が計画値を下回っています。介護サービスについ

ては、居宅サービス※は令和 3 年度、令和 4 年度ともに実績値が計画値を上回って

いますが、地域密着型サービス、施設サービス※は計画値を下回っています。 

介護保険サービスの利用状況（各年度の月平均）       （単位：人/月） 

 

介護予防サービス 介護サービス 

令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

居宅サービス 1,180 1,176 99.6% 1,270 1,120 88.2% 7,578 7,695 101.5% 8,106 8,248 101.8% 

  

訪問介護 - - - - - - 718 738 102.8% 770 779 101.2% 

訪問入浴介護 0 0 - 0 0 - 38 44 115.8% 41 54 131.7% 

訪問看護 93 78 83.9% 101 71 70.3% 579 626 108.1% 617 689 111.7% 

訪問リハビリテーション 8 16 200.0% 9 14 155.6% 75 81 108.0% 81 89 109.9% 

居宅療養管理指導 12 19 158.3% 13 19 146.2% 430 469 109.1% 463 529 114.3% 

通所介護 - - - - - - 1,115 1,071 96.1% 1,155 1,066 92.3% 

通所リハビリテーション 67 52 77.6% 73 45 61.6% 252 259 102.8% 273 299 109.5% 

短期入所生活介護 3 4 133.3% 3 3 100.0% 255 247 96.9% 279 254 91.0% 

短期入所療養介護 

（介護老人保健施設） 
0 0 - 0 0 - 27 34 125.9% 28 33 117.9% 

短期入所療養介護 

（介護医療院等） 
0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

福祉用具※貸与 442 455 102.9% 470 441 93.8% 1,651 1,681 101.8% 1,773 1,849 104.3% 

福祉用具購入費 10 9 90.0% 11 7 63.6% 27 24 88.9% 28 26 92.9% 

住宅改修費 13 11 84.6% 13 9 69.2% 14 19 135.7% 15 17 113.3% 

特定施設入居者生活介護 3 4 133.3% 3 3 100.0% 46 52 113.0% 49 57 116.3% 

介護予防支援・居宅介護支援 529 527 99.7% 574 508 88.5% 2,351 2,350 100.0% 2,534 2,507 98.9% 

地域密着型サービス 10 9  90.0% 10 10 100.0% 977 908 92.9% 1,040 963 92.6% 

  

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
- -  - - - - 7 4 57.1% 7 6 85.7% 

夜間対応型訪問介護 - -  - - - - 0 0 - 0 0 - 

地域密着型通所介護 - -  - - - - 488 435 89.1% 534 477 89.3% 

認知症対応型通所介護 0 0  0.0% 0 0 0.0% 32 28 87.5% 35 26 74.3% 

小規模多機能型居宅介護 10 9  90.0% 10 10 100.0% 158 157 99.4% 170 167 98.2% 

認知症対応型共同生活介護 0 0  0.0% 0 0 0.0% 126 123 97.6% 126 123 97.6% 

地域密着型特定施設入居

者生活介護 
- -  - - - - 0 0 - 0 0 - 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
- -  - - - - 145 142 97.9% 145 141 97.2% 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
- -  - - - - 21 19 90.5% 23 23 100.0% 

施設サービス 0 0  0.0% 0 0 0.0% 778 676 86.9% 790 688 87.1% 

  

介護老人福祉施設 - -  - - - - 520 449 86.3% 527 465 88.2% 

介護老人保健施設 - -  - - - - 170 159 93.5% 170 159 93.5% 

介護療養型医療施設 - -  - - - - 5 2 40.0% 5 1 20.0% 

介護医療院 - -  - - - - 83 66 79.5% 88 63 71.6% 

合計 1,190 1,185 99.5% 1,280 1,130 88.3% 9,333 9,279 99.4% 9,936 9,899 99.6% 

資料：介護保険事業状況報告  
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給付費実績については、介護予防サービスはやや減少傾向、介護サービスは増加

傾向にあります。また、介護予防サービスについては、全体では実績値が計画値を

下回っています。介護サービスについては、居宅サービスは令和 3年度、令和 4年

度ともに実績値が計画値を上回っていますが、地域密着型サービス、施設サービス

は計画値を下回っています。 

 
給付費の状況 （単位：千円） 

  

介護予防サービス 介護サービス 

令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

居宅サービス  11,780 10,187 86.5% 12,644 10,148 80.3% 275,211 281,136 102.2% 293,573 299,295 101.9% 

  

訪問介護 - - - - - - 47,885 50,023 104.5% 51,740 53,197 102.8% 

訪問入浴介護 0 0 - 0 0 - 2,463 3,013 122.3% 2,654 3,663 138.0% 

訪問看護 2,234 1,786 80.0% 2,434 1,629 66.9% 20,556 21,811 106.1% 21,924 25,625 116.9% 

訪問リハビリテーション 252 448 177.5% 287 431 150.0% 2,268 2,542 112.1% 2,448 2,743 112.0% 

居宅療養管理指導 89 174 196.1% 98 152 155.9% 4,338 4,923 113.5% 4,671 5,532 118.4% 

通所介護 - - - - - - 92,467 89,067 96.3% 96,487 87,856 91.1% 

通所リハビリテーション 2,287 1,786 78.1% 2,480 1,479 59.6% 17,880 18,771 105.0% 19,400 20,557 106.0% 

短期入所生活介護 126 143 113.4% 126 101 80.1% 17,790 17,447 98.1% 19,551 19,401 99.2% 

短期入所療養介護 

（介護老人保健施設） 
0 4 - 0 10 - 2,359 2,838 120.3% 2,421 2,986 123.4% 

短期入所療養介護 

（介護医療院等） 
0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

福祉用具貸与 2,797 1,863 66.6% 2,986 2,841 95.1% 20,139 21,458 106.5% 21,643 24,216 111.9% 

福祉用具購入費 194 192 99.0% 216 161 74.7% 715 788 110.3% 739 685 92.6% 

住宅改修費 1,048 837 79.9% 1,048 705 67.3% 1,247 1,472 118.1% 1,337 1,383 103.4% 

特定施設入居者生活介護 234 365 156.3% 234 164 70.2% 9,514 10,313 108.4% 10,143 11,299 111.4% 

介護予防支援・居宅介護支援 2,520 2,589 102.8% 2,736 2,475 90.5% 35,591 36,670 103.0% 38,415 40,152 104.5% 

地域密着型サービス  648 645 99.6% 648 663 102.3% 155,688 149,462 96.0% 163,403 153,465 93.9% 

  

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
- -  - - - - 726 510 70.2% 727 1,129 155.4% 

夜間対応型訪問介護 - -  - - - - 0 0 - 0 0 - 

地域密着型通所介護 - -  - - - - 36,208 31,651 87.4% 39,851 33,942 85.2% 

認知症対応型通所介護 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,190 2,842 89.1% 3,497 2,314 66.2% 

小規模多機能型居宅介護 648 645 99.6% 648 663 102.3% 33,490 33,217 99.2% 36,629 35,084 95.8% 

認知症対応型共同生活介護 0 0 0.0% 0 0 0.0% 33,099 32,479 98.1% 33,118 32,190 97.2% 

地域密着型特定施設入居

者生活介護 
- -  - - - - 0 0 - 0 0 - 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
- -  - - - - 43,167 42,828 99.2% 43,191 42,309 98.0% 

看護小規模多機能型居宅介護 - -  - - - - 5,809 5,935 102.2% 6,390 6,497 101.7% 

施設サービス  0 0 0.0% 0 0 0.0% 224,948 196,623 87.4% 228,939 203,086 88.7% 

  

介護老人福祉施設 - -  - - - - 140,990 122,032 86.6% 142,997 128,592 89.9% 

介護老人保健施設 - -  - - - - 50,116 48,252 96.3% 50,144 49,468 98.7% 

介護療養型医療施設 - -  - - - - 2,121 986 46.5% 2,122 374 17.6% 

介護医療院 - -  - - - - 31,721 25,353 79.9% 33,676 24,652 73.2% 

合計 12,428 10,832 87.2% 13,292 10,811 81.3% 655,848 627,221 95.6% 685,915 655,846 95.6% 

資料：介護保険事業状況報告 
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（３）介護予防・生活支援サービスの利用状況 

訪問型サービス、通所型サービスともに、介護予防型サービスの利用は減少傾向

にあります。一方で、生活支援型訪問サービス※の利用は増加していますが、生活サ

ポート事業※は減少傾向にあります。また、活動型デイサービス※は令和 3年度に増

加し、令和 4年度はやや減少しました。 

 
介護予防・生活支援サービス給付費の状況 （単位：件、千円） 

サービスの種類 

令和 2（2020）年度 令和 3（2021）年度 令和 4（2022）年度 

件数 

（月平均） 
金額 

件数 

（月平均） 
金額 

件数 

（月平均） 
金額 

訪問型サービス       

介護予防型訪問サービス
※
 85 18,407 68 15,153 46 10,187 

生活支援型訪問サービス 56 5,819 74 7,616 75 7,434 

生活サポート事業 11 582 9 557 6 429 

通所型サービス       

介護予防型デイサービス
※
 259 89,151 240 83,305 222 77,255 

活動型デイサービス 132 16,145 153 19,425 151 18,312 

資料：草津市資料 
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３ 高齢者人口および要支援･要介護認定者数の将来推計 

（１）高齢者人口の将来推計 

計画期間における推計人口は、要支援･要介護者数の推計や介護保険サービスの事

業量推計などに用いる基礎データとなります。 

これによると、計画期間である令和 6～8年においては、本市の総人口、高齢者人

口はともに増加し、令和 8年の高齢者人口は 32,019人に達すると見込まれます。な

お、長期的な推計によれば、総人口は令和 12 年の 142,071 人をピークに減少に転

じる一方、高齢者人口は増加が続き、令和 22年には 38,920人に達すると想定され

ます。 

【高齢者の将来人口推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：草津市推計（10 月 1 日推計） 

  

139,550 140,177 140,850 141,152 142,071 140,742 139,134 

31,267 31,488 31,757 32,019 33,166 35,643 38,920 

16,976 17,942 18,714 19,256 20,124 19,951 20,298 

22.4 22.5 22.5 22.7 23.3

25.3

28.0

12.2 12.8 13.3 13.6 14.2 14.2 14.6 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

(％)（人）

総人口 65歳以上人口 75歳以上人口 高齢化率 75歳以上比率

推計実績 
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（２）要支援･要介護認定者数の将来推計 

推計人口および令和 3～5年の要支援･要介護認定者数のデータを用いて、計画期

間における要支援･要介護認定者数の推計を行いました。 

推計結果によれば、計画期間である令和 6～8年において認定者数は増加が続き、

令和 8年度には 6,506人に達するものと見込まれます。なお、長期的な推計によれ

ば、その後も認定者数の増加は続き、令和 22 年には 8,503 人になると想定されま

す。 

  

【要支援･要介護認定者数の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：草津市推計（10 月 1 日推計） 

 

 

 

 

 

736 758 783 810 925 1,006 1,019 

604 638 658 680 767 824 836 

1,761 1,804 1,884 1,964 
2,246 

2,502 2,544 
855 920 976 1,015 

1,161 

1,322 1,348 

758 772 
789 

813 

944 

1,068 1,077 

625
668 

704 
726 

842 

992 1,019 

459
468 

484 
498 

564 

642 660 

5,798 
6,028 

6,278 
6,506 

7,449 

8,356 8,503 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

令和５年

（2023）

令和6年

（2024）

令和7年

（2025）

令和8年

（2026）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

実績 推計 

置き換え予定 
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４ 草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果について 

■介護の状況について 

（１）介護・介助が必要になった主な原因 

○10.2％の人が普段の生活で介護・介助が必要と回答しており、介護・介助が必要になっ

た主な原因は、「高齢による衰弱」が 19.8％、「関節の病気（リウマチ等）」が 17.6％、

「心臓病」が 16.5％、「骨折・転倒」が 14.5％となっています。 

○前回調査時では、21.2％の人が普段の生活で介護・介助が必要と回答しており、11 ポ

イント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87.6 

76.5 

6.1 

10.2 

4.1 

11.0 

2.2 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

無回答

19.8 

17.6 

16.5 

14.5 

9.5 

8.9 

8.4 

8.4 

6.4 

4.5 

4.5 

3.4 

1.4 

9.5 

0.3 

20.9 

18.9 

18.5 

15.4 

21.2 

8.7 

9.0 

9.1 

9.9 

6.0 

7.1 

3.1 

2.4 

2.6 

7.3 

0.3 

14.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

高齢による衰弱

関節の病気（リウマチ等）

心臓病

骨折・転倒

視覚・聴覚障害

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

糖尿病

脊椎損傷

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

認知症（アルツハイマー病等）

腎疾患（透析）

パーキンソン病

その他

不明

無回答

R5年(n=358)

R2年(n=736)
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■外出の状況について 

（１）外出の頻度 

○週 2回以上外出する人は全体の 84.2％になり、うち 41.2％の人が週 5回以上外出して

います。前回調査と比べて、週 2回以上外出する人は、2ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外出への意識 

○意識的に外出を控えている人が 31.5%おり、前回調査と比べて 8.5％増加しています。

外出を控えている理由としては、「足腰などの痛み」が 32.7%と最も多いですが、前回

調査時と比べると 30.6 ポイント減少しています。また、「その他」が大きく増加して

おり、その要因の 1つとして、新型コロナウイルス感染症の流行が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.2 

40.3 

43.0 

41.9 

10.4 

10.8 

4.2 

5.9 

1.1 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

週５回以上 週２～４回 週１回 ほとんど外出しない 無回答

67.6 

76.0 

31.5 

23.0 

0.8 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

控えていない 控えている 無回答

32.7 

11.8 

11.8 

11.6 

9.9 

6.1 

4.7 

4.4 

2.2 

47.2 

2.2 

63.3 

24.9 

15.6 

17.3 

15.5 

7.4 

9.9 

8.3 

5.0 

7.4 

1.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

足腰などの痛み

交通手段がない

外での楽しみがない

トイレの心配（失禁など）

病気

経済的に出られない

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

障害（脳卒中の後遺症など）

その他

無回答
R5年(n=1,114)
R2年(n=800)
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■毎日の生活について 

（１）趣味 

○趣味があるかについては、「ある」が 73.4%と前回調査時から 0.2 ポイント増加してい

ます。 

○要介護度別にみると、要介護度が高くなるほど趣味があると答える人が少なくなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇要介護度別 

【令和 5年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和 2年】 

 

 

  

75.5 

52.3 

44.3 

21.0 

35.8 

48.6 

3.4 

11.9 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けていない(n=3,168)

要支援１(n=109)

要支援２(n=70)

趣味あり 思いつかない 無回答

77.7 

62.6 

53.9 

19.4 

31.3 

37.3 

3.0 

6.1 

8.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けていない(n=2,573)

要支援１(n=412)

要支援２(n=284)

趣味あり 思いつかない 無回答

73.4 

73.2 

22.4 

22.8 

4.2 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

趣味あり 思いつかない 無回答
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（２）生きがい 

○生きがいがあるかについては、「ある」が 59.5%と前回調査時から 1.2ポイント減少し

ています。 

○要介護度別にみると、要介護度が高くなるほど生きがいがあると答える人が少なくな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇要介護度別 
【令和 5年】 

 
 

 

 

 

 

 

 

【令和 2年】 

 

 

  

61.1 

46.8 

42.9 

32.6 

35.8 

47.1 

6.3 

17.4 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けていない(n=3,168)

要支援１(n=109)

要支援２(n=70)

生きがいあり 思いつかない 無回答

64.7 

47.3 

47.9 

29.3 

41.0 

43.0 

5.9 

11.7 

9.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けていない(n=2,573)

要支援１(n=412)

要支援２(n=284)

生きがいあり 思いつかない 無回答

59.5 

60.7 

33.4 

32.3 

7.1 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

生きがいあり 思いつかない 無回答
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■地域での活動について 

（１）地域の会・グループ等への参加頻度 

○地域の会やグループ等に年に数回以上参加している人は 73.5％であり、前回調査時か

ら 0.7ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の会・グループ等への参加意向 

○52.2％の人が、健康づくり活動や趣味等のグループ活動に参加者として参加してみた

いと回答しており、前回調査時から 1.7ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一方、健康づくり活動や趣味等のグループ活動に企画・運営（お世話役）として参加し

てみたい人は全体の 30.9%、既に参加している人は 5.6%にとどまり、59.5%の人が参加

したくないと回答しています。 

 

 

  

27.3 

30.2 

20.2 

19.5 

26.0 

24.5 

20.7 

19.6 

5.8 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

３つ以上参加している ２つ参加している １つ参加している

参加していない 無回答

5.5 

6.4 

46.7 

47.5 

35.7 

33.2 

8.2 

9.5 

3.8 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答

2.1 

1.9 

28.8 

30.2 

59.5 

57.1 

5.6 

6.4 

4.1 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答
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■健康について 

○現在の健康状態については、「よい」と回答した人が 80.2％、「よくない」と回答した

人が 18.3％となっています。前回調査時では、「よい」と回答した人 73.7%、「よくな

い」と回答した人が 24.3%だったことから、「よい」と回答した人が 6.5ポイント増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■介護保険サービスについて 

（１）介護を受けたい場所 

○介護が必要となった場合に介護を受けたい場所は、「自宅（在宅）」が 42.0％と最も高

く、次いで、「施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け

住宅など）」が 25.9％となっています。 

 

 

 

 

  

9.5 

9.2 

70.7 

64.5 

15.8 

20.3 

2.5 

4.0 

1.4 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

42.0 

42.2 

25.9 

30.0 

12.0 

6.9 

0.4 

0.9 

0.3 

0.2 

15.3 

17.4 

4.2 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

自宅（在宅）

施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など）

病院等の医療施設

子ども、兄弟姉妹等親族の家

その他

わからない

無回答



 

32 

■その他 

（１）介護保険制度外の高齢者福祉サービスで利用したいもの 

○在宅生活を続ける上で、現在もしくは今後利用したいと思う有償サービスや取組につ

いては、「配食」が 36.1％と最も高く、次いで、「移送サービス（介護・福祉タクシー

等）」が 33.7％、「買い物代行」が 22.5％となっています。 

 

 

 

  36.1 

33.7 

22.5 

20.1 

18.3 

16.1 

15.7 

13.8 

12.1 

11.9 

9.5 

8.5 

6.7 

4.2 

0.8 

9.2 

35.9 

33.7 

23.4 

14.9 

14.1 

19.7 

14.6 

13.0 

11.5 

9.7 

11.9 

8.1 

5.3 

1.0 

24.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

配食

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

買い物代行

どれもない

緊急通報システム貸与

住宅改造助成

掃除洗濯

ごみ出し

理髪サービス

ふとんクリーンサービス

（ふとんの水洗いサービス）

日常生活用具給付等（電磁調理器・火災報知器・

自動消火器等の給付および高齢者福祉電話の貸与）

調理

外出同行

行方不明高齢者の探索機器の貸与

その他

無回答

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)
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（２）かかりつけ医の有無 

○かかりつけ医の有無については、「かかりつけ医」がある人は 80.7％、「かかりつけ歯

科医」がある人は 65.3％、「かかりつけ薬局」がある人は 51.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）人生の最期をどこで迎えたいか 

○人生の最期を迎えたい場所は、「自宅（在宅）」が 48.9％と最も高く、次に「今は決め

られない」が 22.2％となっています。 

 

 

 

 

  

80.7 

65.3 

51.3 

13.9 

85.2 

65.7 

51.5 

10.9 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

かかりつけ医

かかりつけ歯科医

かかりつけ薬局

無回答
R5年(n=3,532)
R2年(n=3,475)

48.9 

56.0 

10.8 

15.6 

6.7 

7.3 

0.2 

0.5 

0.3 

0.1 

22.2 5.9 

18.4 

5.0 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

自宅（在宅）

病院等の医療施設

施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など）

子どもの家

その他

今は決められない（R5年のみ）

考えたことがない（R5年のみ）

わからない（R2年のみ）

無回答
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（４）重要と思う施策 

○高齢者福祉について、今後重要と思う施策は、「移動手段の充実」が 35.1％と最も高く、

次いで「健康づくり対策の充実」、「在宅介護サービスの充実」、「介護している家族等の

支援」、「認知症対策の充実」の順番となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.1 

34.3 

33.9 

33.2 

31.9 

28.7 

25.7 

23.9 

23.4 

18.3 

14.8 

14.2 

13.3 

8.4 

6.7 

0.9 

9.9 

37.9 

35.1 

31.3 

33.0 

32.8 

22.0 

28.0 

25.1 

19.8 

18.7 

15.8 

15.7 

15.0 

9.8 

8.6 

3.0 

9.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

移動手段の充実

健康づくり対策の充実

在宅介護サービスの充実

介護している家族等の支援

認知症対策の充実

介護予防対策の充実

高齢者を地域で見守るなどの住民による

助け合い活動の取り組み

身近で「通い」や「泊まり」などのサービスが

受けられる事業所等の充実

施設介護サービスの充実

建物・道路など高齢者に配慮したまちづくり

生涯学習やスポーツ、レクリエーション活動の

機会の充実

高齢者の働く場の確保や就職のあっせん

高齢者向け住宅の普及

世代間交流の場づくり

ボランティア活動のための場の確保

その他

無回答

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)
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■リスク分析 

○リスク者の割合について、「運動器機能」が 13.7%、「転倒」が 28.8%、「閉じこもり」が

14.8%、「低栄養」が 1.7%、「口腔機能」が 23.1%、「認知機能」が 42.8%、「うつ傾向」

が 42.6%となっています。 

○前回調査時は「運動器機能」が 22.6%、「転倒」が 32.1%、「閉じこもり」が 16.7%、「低

栄養」が 1.5%、「口腔機能」が 26.6%、「認知機能」が 43.0%、「うつ傾向」が 43.2%だ

ったことから、低栄養以外では概ねリスク者の割合は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7
28.8

14.8

1.7

23.1

42.8

42.6

22.6

32.1

16.7

1.5

26.6

43.0

43.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

運動器機能

転倒

閉じこもり

低栄養口腔機能

認知機能

うつ傾向

R5年

R2年
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リスク分析にかかる項目 

リスクに関する設問グループのうち、該当する選択肢を回答した場合に加点され、その合

計点が一定以上になった時、「リスクあり」と判定されます。 

 

分析項目 設問 回答 
該当条件 

（リスクあり） 

運動器 

機能 

問２（１）階段を手すりや壁をつたわらずに

昇っていますか。 
３．できない 

５項目中３つ以上該当

する場合は、運動器機

能の低下リスクあり 

問２（２）椅子に座った状態から何もつかま

らずに立ち上がっていますか。 
３．できない 

問２（３）１５分位続けて歩いていますか。 ３．できない 

問２（４）過去１年間に転んだ経験がありま

すか。 

１．何度もある 

２．１度ある 

問２（５）転倒に対する不安は大きいですか。 
１．とても不安である 

２．やや不安である 

転倒 
問２（４）過去１年間に転んだ経験がありま

すか。 

１．何度もある 

２．１度ある 

該当する場合は、転倒

リスクあり 

閉じこもり 問２（６）週にどのくらい外出していますか。 
１．ほとんど外出しない 

２．週１回 

該当する場合は、閉じ

こもりリスクあり 

口腔機能 

問３（２）半年前に比べて固いものが食べに

くくなりましたか。 
１．はい 

３項目中２つ以上該当

する場合は、口腔機能

低下のリスクあり 

問３（３）お茶や汁物等でむせることがあり

ますか。 
１．はい 

問３（４）口の渇きが気になりますか。 １．はい 

低栄養 

問３（１）身長と体重をお書きください。 ＢＭＩ 18.5 未満 ２項目中どちらも該当

する場合は、低栄養状

態のリスクあり 
問３（７）６か月間で２～３kg 以上の体重

減少がありましたか。 
１．はい 

認知機能 問４（１）物忘れが多いと感じますか。 １．はい 
該当する場合は、認知

機能低下のリスクあり 

うつ傾向 

問７（３）この１か月間、気分が沈んだり、

ゆううつな気持ちになったりする

ことがありましたか。 

１．はい 

２項目中１つ以上該当

する場合は、うつ傾向

のリスクあり 
問７（４）この 1 か月間、どうしても物事に

対して興味がわかない、あるいは

心から楽しめない感じがよくあり

ましたか。 

１．はい 
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５ 草津市在宅介護実態調査結果について 

■在宅生活継続のための支援・サービスについて 

（１）主な介護者が不安に感じる介護 

○主な介護者が、現在の生活を継続していくにあたって不安が大きいと感じる介護は、全

体では「認知症状への対応」「外出への付き添い、送迎等」「夜間の排泄」が上位 3 項

目となっています。 

 

○要介護度別にみると、要介護 3 以上では「認知症状への対応」「夜間の排泄」「日中の

排泄」が上位 3項目となっています。 

 

 

（２）施設等の検討状況 

○施設への入所は、「検討していない」が 87.4％、「検討中」が 10.3％、「申請済み」が

2.0％となっています。 

○要介護度別にみると、要介護３以上では「検討していない」が 69.7％、「検討中」が

26.9％、「申請済み」が 3.4％となっています。  

27.9 

20.8 

17.7 

16.4 

15.3 

10.7 

8.9 

8.4 

6.7 

5.1 

5.1 

3.8 

3.1 

2.4 

2.6 

8.0 

8.7 

19.1 

0% 10% 20% 30% 40%

認知症状への対応

外出の付き添い、送迎等

夜間の排泄

日中の排泄

入浴・洗身

屋内の移乗・移動

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

食事の介助（食べる時）

服薬

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

(n=549)



 

38 

 

■仕事と介護の両立に向けた支援・サービスについて 

（１）主な介護者について 

○主な介護者との関係については、「子」が 42.3％と最も高く、次に「配偶者」が 39.5％

となっています。 

○主な介護者の年齢については、「50歳代」が28.1％と最も高く、次に「60歳代」が22.8％、

「70歳代」が 22.6％となっています。 

○介護者の年齢を勤務形態別にみると、「フルタイム勤務」では「50 歳代」が 54.1%と最

も割合が高く、次に「60 歳代」が 20.3%、「40 歳代」が 14.3%となっており、「パート

タイム勤務」では「50歳代」が 47.0%と最も高く、次に「60歳代」が 29.0%、「70歳代」

が 11.0%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 

2.0 

0.7 

14.3 

6.0 

2.0 

54.1 

47.0 

10.3 

20.3 

29.0 

22.6 

7.5 

11.0 

33.9 

1.5 

5.0 

30.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム勤務（n=133）

パートタイム勤務（n=100）

働いていない（n=301）

40歳未満 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上
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35.2 

19.1 

5.1 

9.3 

37.3 

5.9 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短

時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが…

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を

取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、上記以外の調整をしながら、

働いている

特に行っていない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

(n=236)

 

（２）就労継続の見込みについて 

○就労継続の見込みについては、「問題はあるが、何とか続けていける」が 54.2％と最も

高く、次に「問題なく、続けていける」が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）働き方の調整について 

○働き方の調整については、「特に行っていない」が 37.3％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就労継続見込み別にみると、「続けていくのは難しい」と感じる人は、「問題なく、続け

ていける」と感じる人や「問題はあるが、何とか続けていける」と感じる人に比べて

「労働時間」「休暇」「在宅勤務」等、何らかの調整を行っている割合が高くなっていま

す。 

 

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、  

遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている 

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りなが

ら、働いている 

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている 

介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている 

特に行っていない 

主な介護者に確認しないと、わからない 

無回答 

19.5 54.2 6.8 4.2 14.4 0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 236

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない 無回答
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■保険外の支援・サービスについて 

（１）保険外の支援・サービスの利用状況について 

○現在利用している保険外の支援・サービスについては、「配食」が 8.6％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○世帯類型別にみると、「利用していない」の割合は「単身世帯」で 60.6％であるのに対

し、「夫婦のみ世帯」で 81.0％および「その他」で 84.8％が「利用していない」と回答

しています。 

 

  

8.6 

4.9 

3.0 

2.2 

1.3 

1.0 

1.0 

0.8 

0.7 

3.9 

78.3 

0.2 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

配食

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

サロンなどの定期的な通いの場

見守り、声かけ

外出同行（通院、買い物など）

掃除・洗濯

ゴミ出し

買い物（宅配は含まない）

調理

その他

利用していない

無回答

(n=595)
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（２）在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについて 

○在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについては、「移送サービス（介護・福

祉タクシー等）」が 21.7％と最も高く、次に「外出同行（通院、買い物など）」が 19.5％

となっています。 

 
 

○世帯類型別にみると、「特になし」の割合が「夫婦のみ世帯」で 57.6%および「その他」

で 55.8%であるのに対し、「単身世帯」で 34.6％と回答しており、特に単身世帯におい

て、在宅生活の継続のためには各種の支援・サービスの必要性を感じている世帯が多く

なっています。 

  

21.7 

19.5 

13.1 

11.4 

9.7 

7.9 

6.4 

5.5 

5.4 

3.7 

51.8 

0.0 

0% 20% 40% 60%

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

外出同行（通院、買い物など）

配食

見守り、声かけ

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

サロンなどの定期的な通いの場

ゴミ出し

調理

その他

特になし

無回答

(n=595)
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■将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスについて 

（１）要介護度と世帯類型 

○要介護度別の「世帯類型」の割合をみると、要介護度が高くなるほど、「単身世帯」の

割合が低く、「その他」の割合が高くなっています。要介護状態※の重度化とともに単

身での在宅生活の継続が困難となる実態がうかがえます。 

 
 

（２）世帯類型別の「家族等による介護の頻度」 

○世帯類型別の「家族等による介護の頻度」の割合をみると、全ての世帯で「ほぼ毎日」

が最も多く、次に「夫婦のみ世帯」が 72.3%、「その他」が 89.3%となっており、「単身

世帯」であっても 32.3％となっています。 

 

■医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスについて 

（１）訪問診療の利用割合 

○要介護度別の「訪問診療の利用の有無」をみると、要介護 4 以上で訪問診療の利用割

合が高く、要介護 4では 25.9％、要介護 5では 68.0％となっています。 
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第３章 第８期計画における事業の実績と評価 

１ 第８期計画における基本理念と基本目標について 

第 8 期計画では、団塊の世代がすべて 75 歳以上となり、介護等の需要の急増が

想定される 2025 年、また生産年齢（15～64 歳）人口が減少する中、団塊ジュニア

世代が 65歳以上になり高齢者（65歳以上）人口がピークを迎える 2040年を展望し

ながら、地域において高齢者の生活を支える住まい・医療・介護・予防・生活支援

が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図る各種取組を重

点的に進めるとともに、あらゆる世代がともに支え合い、安心して暮らすことがで

きる地域共生社会の実現をめざしていく計画として策定し、基本理念をもとに、5つ

の基本目標を定め、取組を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．地域包括ケアシステムの深化・推進 

２．介護予防・健康づくり・生きがいづくりの充実・推進 

３．高齢者の住まい・生活環境の充実 

４．サービスの質の向上と介護人材の育成 

５．認知症施策の推進 

５ 
つ 
の 

基 

本 

目 

標 

●基本理念● 

すべての市民が人として尊重され、一人ひとりがいきいきと輝き、 

安心して暮らすことのできるまちづくり 
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主な取組内容と実績・評価 

〇各学区で地域の実情に応じて、「学区の医療福祉を考える会議」を開催することで高齢者の現

状や課題を共有し、課題解決に向けて話し合う場を持つとともに、課題解決に向けた具体的

な活動につなげることができました。 

○地域住民やボランティア、老人クラブや地域サロンの運営等を通じて、「見守り・見守られ」

「支え・支えられる」ネットワークづくりを進めました。 

〇高齢者を地域で支えていくために、医療と介護に携わる多職種の推進を図る会議や研修会を

開催し、ネットワークの強化を図りました。 

〇交流会や会議を通じて、地域の関係者や医療・介護の従事者など、地域で高齢者を見守る人

たちと地域包括支援センター※とのネットワークづくりの強化を進めました。 

  

重点施策の評価      【地域ケアネットワークの構築】 

〇「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けて、地域ケア会議を開催し、個別事例から地

域課題の把握と対策について検討を行うことができました。 

本計画において取り組むべき課題 

〇「地域ケア会議」において共有した地域課題について、課題解決に向けた具体的な活動が展

開され、地域づくりや政策形成に着実に結びつけていけるよう、より一層、個別事例から地

域課題を把握し、引き続き課題解決に向けて取り組む必要があります。 
 

 

  

○「学区の医療福祉を考える会議」の推進 

○地域ケア会議※の推進 

○地域サロン活動の充実 

○介護予防・生活支援サービスの充実 

○在宅医療・介護連携の推進 

○総合相談支援事業の充実 

≪主な実施事業≫ 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 
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主な取組内容と実績・評価 

〇地域で介護予防活動に取り組む団体を支援し、参加者の心身機能の維持・改善や社会参加の

促進に取り組みました。 

〇運動や食生活、歯の健康等、生活習慣に関する啓発イベントや講座を実施し、健康増進に向

けたきっかけづくりを行いました。 

〇生涯学習やスポーツ、レクリエーション活動など、多様化する高齢者のニーズに応じた事業

の充実を図りました。 

〇就労やボランティア活動を通じて、高齢者の生きがいづくりや担い手として活躍できる場の

提供を行いました。 

  
 

重点施策の評価     【介護予防活動の充実と推進】 

〇地域で自発的に介護予防活動に取り組む機運の醸成を図るとともに、活動支援に取り組んだ

結果、介護予防活動に取り組む団体数は増加しました。 

重点施策の評価     【生きがいづくり・活躍の場づくり】 

〇地域での活動や生きがいづくりにかかる啓発や周知、機会の提供等に取り組んできましたが、

新型コロナウイルスの影響等もあり、地域での活動に参加する高齢者の割合は73.5％と、前

回調査時と比べ0.7％減少しました。 

本計画において取り組むべき課題 

〇介護予防活動に取り組む団体や参加者の増加に向けて、既存団体の活動継続を促す支援を進

めるとともに、介護予防活動に参加していない新規の参加獲得を支援する必要があります。 

○地域での活動に参加していない高齢者の割合が増加していることから、地域での活動に参加

したいと思えるような機会の提供や魅力の発信等の取組を進める必要があります。 

  

○介護予防事業の推進 

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

○地域の特性に応じた健康づくりの推進 

〇生涯学習などの活躍の場や機会の充実 

○高齢者の生きがいづくりの推進 

≪主な実施事業≫ 

基本目標２ 介護予防・健康づくり・生きがいづくりの充実・推進 
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主な取組内容と実績・評価 

〇高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるよう、住宅改修による住まいのバリアフリー※

化の支援を行いました。 

○「草津市バリアフリー基本構想」に掲げる各事業について、交通事業者や道路管理者、公

安委員会等に実施状況を確認し、進捗状況について管理しました。 

〇交通空白地・不便地の解消のため、交通事業者や道路管理者と協力し、まめバス路線の充

実を図るとともに、デマンド型タクシー※の導入を通じて、公共交通の充実に向けて取り組

みました。 

  
 

本計画において取り組むべき課題 

〇高齢者が安心して暮らせる住まいの確保について、県との連携や住宅部局と福祉部局のさ

らなる連携の推進を図る必要があります。 

〇「草津市地域公共交通計画」に基づき、地域・交通事業者・行政が連携・協働することで

公共交通の充実を図る必要があります。 

 

  

○高齢者が安心して暮らせる住まいの確保 

○バリアフリー基本構想に掲げる事業の推進 

○公共交通ネットワークの整備 

≪主な実施事業≫ 

基本目標３ 高齢者の住まい・生活環境の充実 
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主な取組内容と実績・評価 

〇ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯、介護保険サービスの対象でない高齢者等の自立

した生活を支えるために、利用者のニーズに応じた各種サービスを提供しました。 

〇「高齢者をささえるしくみ」などのパンフレットや介護保険料についてのパンフレット等の

作成・活用、またホームページへの掲載を通じて、介護保険制度について市民に周知を行い

ました。 

〇国の指針に基づき、要介護認定の適正化、ケアマネジメント等の適正化、サービス提供体制

および介護報酬請求の適正化に資する適正化主要5事業について、継続して実施しました。 

〇介護現場のマネジメント層が働きがいのある組織や介護の魅力を向上させることを目的とし

た「施設長(管理者)の為の人材マネジメント研修」を開催しました。 

〇介護者等を対象に、介護に関する知識や技術の習得を支援するとともに、参加者同士の交流

や情報交換の機会を設けるために、家族介護教室を開催しました。 

  

重点施策の評価     【介護人材の育成・確保】 

〇介護人材の育成・確保に向けた取組を進めてきましたが、人材を確保できている割合につい

て、令和3(2021)年度に実施した調査と比較したところ、「人材」の確保については増加して

いる一方で「人員」の確保については減少しています。 

 ※人材…事業者が求めている職員の質    人員…事業者が求めている職員の数 

本計画において取り組むべき課題 

〇介護人材の育成および確保に向け、滋賀県、近隣市、介護サービス事業所等と連携し、現状

の把握により抽出した問題点に対して、共働して問題解決に向けて取組を行う必要がありま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

○高齢者福祉サービスの充実 

○介護給付の充実と適正化 

○介護人材の確保に向けた取組の検討 

○家族介護教室の開催 

≪主な実施事業≫ 

基本目標４ サービスの質の向上と介護人材の育成 
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主な取組内容と実績・評価 

〇地域の団体や企業、学生など幅広い世代へ認知症サポーター※養成講座を開催することで、認

知症に関する正しい知識や理解の普及・啓発を推進しました。 

〇外出中に道に迷う可能性がある高齢者の見守りネットワーク事業の拡充や地域安心声かけ訓

練を行い、地域で見守る体制づくりを推進しました。 

〇認知症の初期に必要な医療や介護サービス、ケアにつながるよう、関係機関と連携した認知

症初期集中支援チーム※を活用することで、必要な医療や介護サービスに早期につなぐ支援を

行いました。 

〇認知症の相談窓口や認知症カフェ※の周知を通じて、悩みを相談したり、思いを共有できる取

組を推進しました。 

  
 

本計画において取り組むべき課題 

〇認知症サポーター養成講座などのあらゆる機会を通じて、認知症を「我が事」として捉え、

市民一人ひとりが認知症の人やその家族を自分のできる範囲でサポートする機運の醸成を図

る必要があります。 

〇認知症の人の視点を重視したやさしい地域づくりを進めていくために、本人同士が気軽に語

り合える機会の創出を図るとともに、当事者の思いに寄り添いながら、各種取組を推進する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

○認知症サポーターの養成の推進 

○認知症高齢者見守りネットワークの拡充 

○認知症初期集中支援チームの効果的な運用 

○認知症の人およびその家族が安心して外出できる環境づくり 

○高齢者虐待防止の普及・啓発 

≪主な実施事業≫ 

基本目標５ 認知症施策の推進 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

 

今後、生産年齢人口が減少し高齢化の進展が見込まれる中、高齢者がいきいきと

活躍するとともに、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、将来にわた

って介護保険制度の持続可能性を確保し、サービスを必要とする人に必要なサービ

スが適切に提供できるサービス基盤の整備や医療と介護の切れ目ない提供体制の構

築、地域での支え合いの体制づくり、高齢者が生きがいを持ち、自らの介護予防等

の取組に積極的に参加できる仕組みづくり、認知症の人やその家族が安心して暮ら

せるまちの実現に向けて、本市の地域特性に合わせた「地域包括ケアシステム」を

深化・推進していく必要があります。 

本市においては、高齢化率は国や滋賀県と比較すると、今後も比較的低い水準で

推移することが見込まれるものの、75歳以上の高齢者は急増し、それに伴う介護ニ

ーズの増加が見込まれていることから、市民一人ひとりが、主体的に「自分や家族

が暮らしたい地域のかたちを考え」、「地域で困っている課題を解決したい」とい

う気持ちで活動し、「一つの課題から地域住民と関係機関が連携して解決する」プ

ロセスを繰り返すことが重要です。 

また、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるための基礎づくりを

行い、あらゆる世代がともに支え合い、安心して暮らすことができる地域共生社会

の実現に向けて取り組む必要があります。 

これらのことを踏まえ、第 8期計画の取組や方向性を継承し、本計画の基本理念

を 「すべての市民が人として尊重され、一人ひとりがいきいきと輝き、安心して暮

らすことのできるまちづくり」とします。 

 

 

 

 

基本理念 

すべての市民が人として尊重され、 

一人ひとりがいきいきと輝き、 

安心して暮らすことのできるまちづくり 
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〇地域包括ケアシステムとは 

高齢者がいつまでも元気に暮らすための生活支援や介護予防、介護が必要となった場

合には、施設や在宅で受けられる介護サービス等を通じて、重度の要介護状態になって

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療と介護の連携な

ど、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のことです。 
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２ 計画の基本目標 

元気な高齢者から介護等が必要な高齢者、介護に携わる人々までが、いつまでも

安心していきいきと暮らせる地域の実現をめざし、第 8期計画で定める 5つの基本

目標を継承・再編し、次の 4つを基本目標として定めます。 

具体的な見直しの考え方につきましては、第 8期計画で掲げていました「地域包

括ケアシステムの深化・推進」と「高齢者の住まい・生活環境の充実」を統合し、

新たな基本目標「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」とすることで、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム

の深化・推進等を図ろうとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

３．介護・福祉サービスの充実したまちづくり 

  ～サービスの質の向上と介護人材の育成～ 

２．いきいきと活躍できるまちづくり 

～介護予防・生きがいづくりの充実・推進～ 

１．住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

４つの基本目標 

４．認知症があっても安心できるまちづくり 

～認知症施策の推進～ 

 ～地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

※第 8期計画の基本目標については、45ページに記載しています。 
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今後の高齢化の進展に伴い、高齢者のひとり暮らしや高齢者夫婦のみ世帯、

重度の要介護者、認知症高齢者など、支援を必要とする高齢者の増加が見込ま

れます。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを行うためには、地

域において高齢者の生活を支える住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体

的に提供される「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進を図っていく

必要があることから、地域で助け合い支え合うネットワークの充実や医療と介

護の連携体制の構築、相談支援体制の充実等に向けた取組を進めます。 

  

基本目標１ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり   
～地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

高齢期を『あんしん』して生活できると思う 

市民の割合を増やします！ 

 

「あんしんできる高齢期の生活への支援」についての満足度 

※市民意識調査において「満足」「やや満足」と答える市民（60歳以上）の割合 

 

 

 

 

 

   

 

目標 1 

 28.1％  →  32.6％ 
現状値（2022年度） 目標値（2026 年度） 
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本市では、誰もが生きがいを持ち健やかで幸せに暮らせる「健幸（けんこう）」

のまちづくり、すなわち「健幸都市※」の実現をめざしています。 

高齢者がいきいきと活躍できるまちづくりを行うためには、高齢者の自立支

援や介護予防、生きがいづくりの充実・推進を図っていく必要があることから、

地域における住民主体の介護予防活動や健康づくりの推進、社会参加による交

流の促進、活躍できる場づくりの充実等に向けた取組を進めます。 

 

 

  

基本目標２ いきいきと活躍できるまちづくり        
～介護予防・生きがいづくりの充実・推進～ 

高齢期を『いきいき』と暮らすことができると思う 

市民の割合を増やします！ 
 

「いきいきとした高齢社会の実現」についての満足度 

※市民意識調査において「満足」「やや満足」と答える市民（60歳以上）の割合 

 

 

 

 

 

   

 

目標２ 

 28.8％  →  34.0％ 
現状値（2022年度） 目標値（2026 年度） 
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高齢者が要介護状態等になっても、可能な限り住み慣れた地域で日常生活を

継続できるよう、介護・福祉サービスの充実したまちづくりを行う必要がある

ことから、在宅生活を支えるサービスの充実と家族介護者への支援、介護サー

ビスの質の向上や介護人材の育成・確保に向けた取組などを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市認知症施策アクション・プラン第 4期計画【計画期間：令和 6（2024）

年度～令和 8(2026)年度】に基づき、取組を進めます。 

 

 ※目標値については、草津市認知症施策アクション・プラン第 4期計画に示し

ています。 

 

  

基本目標３ 介護・福祉サービスの充実したまちづくり 
  ～サービスの質の向上と介護人材の育成～ 

基本目標４ 認知症があっても安心できるまちづくり 
  ～認知症施策の推進～ 

サービスの充実に必要な人材を確保できている 

事業所の割合を増やします！ 

 

「介護人材の確保」についての充足度 

※アンケート調査において「人材（質または数）を確保できている」と答える 

介護サービス事業者の割合 

 

 

 

 

 

 

   

 

目標３ 

 65.6％  →  71.0％ 
現状値（2022年度） 目標値（2026 年度） 



第４章 計画の基本的な考え方 

 

59 

草津市認知症施策アクション・プラン第４期計画 

 

３ 計画の体系図 

 

基本理念 基本目標 施 策 

す
べ
て
の
市
民
が
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
一
人
ひ
と
り
が
い
き
い
き
と
輝
き
、 

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り 

基本目標１ 

 
住み慣れた地域で安心し

て暮らせるまちづくり 

～地域包括ケアシステムの深

化・推進～ 

★(1)助け合い・支え合う地域づくりの充実 

(2)在宅医療・介護連携の推進 

(3)地域包括支援センターの機能強化 

(4)高齢者の住みよい暮らしの推進 

基本目標２ 

 
いきいきと活躍できるまち

づくり 

～介護予防・生きがいづくりの充

実・推進～ 

★(1)介護予防活動の推進 

(2)健康づくりの推進 

(3)社会参加における交流の促進 

★(4)活躍できる場づくりの充実 

基本目標３ 

 
介護・福祉サービスの充実

したまちづくり 

～サービスの質の向上と介護人

材の育成～ 

(1)高齢者を支える各種サービスの推進 

(2)介護保険制度の安定的な運営 

★(3)介護人材の育成・確保 

(4)家族介護者への支援の充実 

 

基本目標４ 

 
認知症があっても安心で

きるまちづくり 

～認知症施策の推進～ 

(1)認知症の正しい知識と理解を深めるための 

普及・啓発の推進 

(2)認知症の人を含む誰もが安心して暮らせる 

地域づくりの推進 

(3)認知症の予防等の取組 

(4)医療・介護等の支援体制づくりの推進 

(5)認知症の人およびその家族への支援 

 

 

★：重点施策 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

施策の展開 
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第５章 施策の展開 

 

基本目標１ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

～地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

 

（１）助け合い・支え合う地域づくりの充実 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみで構成される世帯、認知症高齢者など何らかの

支援を必要とする高齢者の増加が見込まれるとともに、福祉や介護の支援ニーズ

等が多様化している一方で、人間関係の希薄化やコミュニティ※機能の低下、介護

の担い手となる生産年齢人口は減少傾向にあります。 

・草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、近隣の人で心配事や愚痴を

聞いてくれる人の割合は、平成 29 年度は 14.3％、令和 2 年度は 15.4％、令和 5

年度は 13.8％と現状が一番低い結果となっており、高齢者が住み慣れた地域で自

立した生活を続けていくためには、住民同士が支え合う地域づくりの機運を一層

高めていくことが重要です。 

 

 

 

 

■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○地域資源※や地域の高齢者の特徴を踏まえ、住民が地域の関係者を交えて地域の

課題を共有し、「我が事」ととらえ、課題解決に向けて話し合う場を持つととも

に、課題解決に向けた取組が生み出されるような仕組みづくりを行います。 

○地域の困りごとや助け合いの必要性について、地域の中で共通認識を持ち、その

中から住民の主体性・自発性を持った活動が生み出されるよう支援します。 

〇高齢者をはじめ、生活上の困難を抱える要援護者を地域で「見守り・見守られ」、

「支え・支えられる」助け合いの基盤となるネットワークの構築を進めます。 

 

  

13.8 
15.4 

14.3

0.0% 10.0% 20.0%

心配事や愚痴を聞いてくれる「近隣の人」
R5年
R2年
H29年
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【実施する事業】 

 事 業 内 容 

１ 

「学区の医療福祉

を考える会議」の

推進 

○地域住民と医療・介護・福祉の関係者が集まり、地域のネットワ

ーク構築を図りながら、地域資源や高齢者の特徴、高齢者の暮ら

しの問題を共有し、課題解決に向けて話し合う「学区の医療福祉

を考える会議」の開催を支援します。 

２ 
地域ケア会議の推

進 

○地域の関係者や専門職による地域ケア個別会議や地域ケア推進

会議を通じて、個別事例から地域課題を抽出し、課題解決を図る

ための地域づくりや政策形成につながる仕組みづくりを行いま

す。 

○医療・介護の多職種による自立支援地域ケアカンファレンスを開

催し、個別の事例から地域課題に対するアセスメント※やケアマ

ネジメントの向上を図ります。 

３ 
生活支援体制整備

事業の推進 

○市社会福祉協議会※に生活支援コーディネーター※を配置し、様々

な活動主体が集まる協議体において、住民等の多様な主体が参画

し、地域の支え合いとなる「ネットワークの構築」や「支援ニー

ズと取組のマッチング」、「地域資源の創出」が進められるよう、

地域の実情に合わせた支援を行います。 

４ 
小地域ネットワー

ク活動の推進 

○学区社会福祉協議会や町内会、民生委員・児童委員、福祉委員、

市社会福祉協議会、行政などが地域の課題や活動の展開について

ともに考えられるよう、地域でのネットワークづくりを進めます。 

○市社会福祉協議会と連携を図り、新たな地域福祉活動の取組を

支援することにより、地域に応じたきめ細やかなセーフティネッ

ト※の構築を推進します。 

○地域福祉活動の中核を担う学区社会福祉協議会への支援強化の

ため、市社会福祉協議会に各学区を担当する地域福祉コーディネ

ーター※を配置します。 

５ 

民生委員・児童委

員による見守り活

動の促進 

○地域の中でひとり暮らし高齢者などが孤立しないよう、日常的な

見守りや声かけ、個別相談・訪問、サロンとの連携等を通じて、

支援活動に取り組みます。 

○地域の敬老会などの高齢者が集う場に積極的に参加・協力し、顔

見知りの関係を築き、絆を深め、日頃の見守り活動に生かします。 

○「民生委員・児童委員福祉実態調査」を実施し、地域住民の実態

把握、福祉票等の整理を行い、適切な相談・支援活動に取り組み

ます。 

○避難行動要支援者登録制度の普及を図るため、対象者への訪問

活動などに努めます。 
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 事 業 内 容 

６ 

地域支え合い運送

事業および福祉車

両貸出事業等の推

進 

○地域の多様な主体によるサービスが実施されるよう、市社会福祉

協議会による地域支え合い運送の取組を支援するなど、地域の特

性や実情に応じた小地域福祉活動の促進を図り、地域の主体的な

取組を支援します。 

○外出が困難な高齢者や障害者等に対して、市社会福祉協議会が

福祉車両を貸し出し、必要に応じてボランティアによる送迎を行

います。 

７ 
重層的支援体制整

備事業の推進 

○高齢者等を含む世帯の複雑化・複合化したケースに対し、多機関

協働として、人とくらしのサポートセンターが総合調整役とな

り、関係課・関係機関で支援チームを構成し、それぞれの役割分

担や支援の方向性を検討して支援をします。 

○長期的な寄り添いにより、自ら支援につながることが難しい人の

関係性の構築（アウトリーチ）や就労まで行けない方のニーズに

合わせた社会参加の場の拡充を一体的に実施します。 

 

 

  

重層的支援体制整備事業について（イメージ） 

草津市の主な課題と対応案

・ 地域包括支援センター（高齢） ・ 障害者福祉センター（障害） ・ 子育て相談センター（子ども）
・ 人とくらしのサポートセンター（困窮） ・ 社会福祉協議会 ・ 教育委員会 ・ 家庭児童相談室
・ 発達支援センター ・ 健康増進課（保健） ・ 子ども・若者総合相談窓口 他

課題が複雑化・複合化した事例や狭間
の課題の解決のため、関係課や関係機
関の役割の整理、支援の方向性を示す

複雑化・複合化した世帯

多機関協働（人とくらしのサポートセンター）

相談支援機関

重層的支援会議

支援会議

〇課題整理
〇役割分担
〇プラン作成
〇モニタリング（伴走支援）

地域づくりに向けた支援

高齢

障害

子ども

困窮

若者

まちづくり

サロン
サークル活動
コミュニティ

地域課題の検討 等

会議体

アウトリーチ

支援の場に出てこれない方や希求力
のない方に継続的に伴走し、信頼関
係を構築
〇訪問相談 〇情報収集
〇他課へのつなぎ

参加支援

本人のニーズに合わせ、既存の就労の場や居場
所でもない、多様な活躍の場を地域資源から開拓
〇資源開拓 〇マッチング
〇フォローアップ

地域資源や地域課題を把握・共有し、地域福祉活
動の拡充を図るとともに、支援が必要な方を支えら
れる地域の形成を目指す。

相談

民生委員・児童委員
まちづくり協議会
学区社協 等

地 域
関
係
性
構
築

課題を抱える
地域住民

情報共有

連
携

情
報
共
有

連
携
調
整

チーム支援

マッチング

情
報
共
有
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（２）在宅医療・介護連携の推進 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・今後、高齢化の進展に伴い、医療と介護のニーズをあわせ持つ高齢者が増加する

ことが見込まれています。草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、

自分の最期を迎えたい場所について、48.9%が「自宅」と回答しており、可能な限

り住み慣れた地域で生活を送ることを希望している高齢者は多く、こうした高齢

者を地域で支えていくために、医療・介護関係者の後方支援の役割を担う「草津

市在宅医療介護連携センター」を核として、県や医師会等の多様な組織・機関と

協働しながら、医療と介護が連携し、ニーズに合ったサービスが切れ目なく一体

的に提供される連携体制を充実させることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○地域の医療・介護関係者に対し、在宅医療・介護連携にかかる情報発信や相談

を受ける等の支援を行うとともに、高齢者の在宅療養を支える、診療所や地域

の病院、訪問看護事業所、介護サービス事業所等の多職種が、相互に理解して

役割を発揮するための体制の構築を図り、切れ目のない医療・介護のサービス

を提供できる仕組みづくりを進めます。 

○医療と介護の連携を促進し、病院から在宅への復帰にかかる入退院支援を円滑

にするなど、住み慣れた地域で安心して暮らすための環境整備を進めます。 

○地域住民に対しては、在宅療養の知識を深めるとともに、かかりつけ医の普及

促進など、住み慣れた地域で医療・介護サービスの提供を受けながら自分らし

い生活を続けることができるよう支援を行います。 

48.9 

0.2 

6.7 10.8 

0.3 

22.2 5.9 5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 3,352

自宅（在宅）

子どもの家

施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など）

病院等の医療施設

その他

今は決められない

考えたことがない

無回答
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【実施する事業】 

 事 業 内 容 

８ 
在宅医療・介護連

携推進事業の推進 

○「草津市在宅医療介護連携センター」において、地域の医療・介

護サービスの地域資源の現状や先進情報の把握に努め、地域の医

療・介護関係者に情報提供・発信を行うとともに、在宅医療と介

護との連携にかかる相談・支援を行います。 

○在宅医療・介護連携の現状や課題を共有し、対応策の検討や多職

種の連携を推進するため、地域の医療・介護関係者が参画する会

議や研修会を開催します。 

○地域住民が、医療と介護の両方を活用しながら自分らしい暮らし

方を考えるための周知・啓発に取り組みます。 

○入退院支援の連携の手引きである「入院・退院安心ロード」の活

用を促進するため、ケアマネジャー※や病院等とツールを用いた

事例検討会を開催するなど、普及・啓発に努めます。 

９ 
草津市未来ノート

の啓発 

○家族や大切な人と共に、これまでの人生

を振り返り、これからの生き方を考える

きっかけとする「草津市未来ノート」の

普及・啓発を図ります。 

○草津市未来ノートの活用促進に向けて、

多職種と協働して市内の小規模コミュニ

ティで活動する市民団体等に対して出前

講座を開催します。 

１０ 
かかりつけ医等普

及促進事業の推進 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かか

りつけ薬局を普及するために、医師・歯

科医師・薬剤師などによる出前講座や相

談会を実施します。 
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（３）地域包括支援センターの機能強化 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持と生活安定のために、総

合相談支援、虐待の防止および対応などの権利擁護※、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援、介護予防ケアマネジメントなどの必要な支援を行い、その保健医療

の向上および福祉の増進を包括的に支援する中核的な役割を担っています。市で

は、日常生活圏域ごとに設置した地域包括支援センターに主任ケアマネジャー、

社会福祉士、保健師等といった専門職を配置し、総合相談窓口として、高齢者や

その家族からの介護や福祉などに関する相談・支援を行っています。また、関係

機関や地域の関係団体などと連携して、様々な相談に適切に対応できるよう、体

制整備を行うとともに、今後の高齢化の進展に伴う高齢者のニーズの増加・多様

化に対応していくため、地域包括支援センターの機能や体制の強化を図る必要が

あります。 

・草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、「認知症に関する相談窓口

を知っているか、知っている相談窓口はどこか」という問いに対し、相談窓口の

中では地域包括支援センターを知っているという人は 60.2%と周知度は最も高い

一方で、「家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手」として地

域包括支援センターを選ぶ人は 15.5％となっており、差が開いている現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.2 

45.1 

36.1 

26.2 

26.0 

19.5 

6.8 

4.5 

3.1 

2.7 

0.7 

3.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

地域包括支援センター

かかりつけ医

市役所

介護関連施設

（ケアマネジャー等）

認知症専門医

民生委員

社会福祉協議会

認知症なんでも相談所

認知症コールセンター

認知症の人と家族の会

その他

無回答

(n=1,121)

【認知症に関する相談窓口を知っている

か、知っている相談窓口はどこか】 

【家族や友人・知人以外で、 

何かあったときに相談する相手】 

31.2 

15.5 

14.8 

10.6 

6.1 

6.1 

36.7 

6.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

医師・歯科医師・看護師

地域包括支援センター・役所・

役場

社会福祉協議会・民生委員

自治会・町内会・老人クラブ

ケアマネジャー

その他

そのような人はいない

無回答

(n=3,532)
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■施策の展開----------------------------------------------------------- 

〇重層的な支援体制の構築に向けて、高齢者等を含む世帯の複雑化・複合化した

ケースに対し、地域包括支援センターは、多機関協働による支援チームの構成

員として支援を行います。 

〇全国統一評価指標に基づく地域包括支援センターの事業評価を通じて、業務の

実施状況を把握し、適切な人員体制の確保や業務の重点化・効率化を進めます。 

 

【実施する事業】 

 事 業 内 容 

１１ 
総合相談支援事業

の充実 

○複雑化・複合化した課題を抱える世帯への適切な支援につながる

よう、関係課や関係機関との連携を強化し、相談支援の充実を図

ります。 

１２ 
介護予防ケアマネ

ジメントの充実 

○利用者が地域で自立した生活を送れるよう、インフォーマルサー

ビス※も含めた多様な社会資源の活用や把握に努め、一人ひとり

の状態に応じた効果的・効率的なケアマネジメントを行います。 
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（４）高齢者の住みよい暮らしの推進 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・本市では、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯は年々増加傾向にあり、こ

うした高齢者が安全に快適に日常生活を送ることができるよう、施設や道路、公

共交通機関などを安全かつ円滑に利用できる環境づくりを進めるとともに、暮ら

しや生活の多様なニーズを充実させる必要があります。 

・草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、外出を控えている高齢者は

31.5％で、控えている理由は、（その他を除くと）「足腰などの痛み」が 32.7％

と最も高く、次いで「外での楽しみがない」「交通手段がない」が 11.8％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、「介護が必要となった場合

にどこで介護を受けたいか」という問いに対し、「自宅（在宅）」と回答した割

合が 42.0％と最も高く、次いで「施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅など）」が 25.9％となっており、個々の状況やニー

ズに応じた多様な住まいを充実させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

32.7 

11.8 

11.8 

11.6 

9.9 

6.1 

4.7 

4.4 

2.2 

47.2 

2.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

足腰などの痛み

外での楽しみがない

交通手段がない

トイレの心配（失禁など）

病気

経済的に出られない

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

障害（脳卒中の後遺症など）

その他

無回答

(n=1,114)

42.0 

0.4 

25.9 12.0 

0.3 

15.3 4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 3,352

自宅（在宅）

子ども、兄弟姉妹等親族の家

施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など）

病院等の医療施設

その他

わからない

無回答

N （％ﾍﾞｰｽ）
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■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○高齢者のニーズに応じた、適切で多様な住まいが確保され、安心して生活を送

ることができるよう支援を行います。 

○高齢者が住み慣れた自宅で生活を続けていけるよう、バリアフリー化などの居

住環境の整備に対し、支援を行います。 

○高齢者等すべての人が安心して生活できるよう、公共交通機関や道路、公共施

設などの整備を推進します。 

 

【実施する事業】 

 事 業 内 容 

１３ 

高齢者が安心して

暮らせる住まいの

確保 

○住宅セーフティネット法に基づく、滋賀県居住支援協議会への参

画等を通じて、高齢者をはじめする住宅確保要配慮者の居住先確

保を支援します。 

○サービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住宅の適切な供給を

管理するとともに、介護保険サービスの住宅改修や在宅高齢者住

宅改造費補助金の活用による住まいのバリアフリー化を支援しま

す。 

１４ 

バリアフリー基本

構想に掲げる交通

事業の推進 

○市民の誰もが、同じように生活し、活動できる共生社会の実現お

よびすべての人々が様々な生き方を主体的に選択し、元気と誇り

を持てる生活の実現をめざした「草津市バリアフリー基本構想」

の策定を受け、公共交通特定事業、道路特定事業、交通安全特定

事業などの各関連事業所が、基本構想に即した事業を実施するよ

う、その進捗状況を管理します。 

１５ 

施設のユニバーサ

ルデザイン※化の促

進 

○「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」に基づき、

届出書の内容を審査し、施設のユニバーサルデザイン化の促進に

向けて、適切な助言・指導を行います。 

１６ 
公共交通ネットワ

ークの充実 

○「草津市地域公共交通計画」に基づき、市民（地域）、交通事業

者、行政が連携、協働して公共交通ネットワークを形成し、公共

交通の充実を図ります。 
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【参考】市内のサービス付き高齢者向け住宅及び住宅型有料老人ホームの状況 

種別 戸数 入居者 市内入居者 入居率 市内入居率 入居者中市内率 

有料老人ホーム A 62 戸 59 人 32 人 95.2% 51.6% 54.2% 

有料老人ホーム B 8 戸 8 人 7 人 100.0% 87.5% 87.5% 

有料老人ホーム C 48 戸 42 人 22 人 87.5% 45.8% 52.4% 

有料老人ホーム D 42 戸 34 人 23 人 81.0% 54.8% 67.6% 

有料老人ホーム E 44 戸 38 人 16 人 86.4% 36.4% 42.1% 

有料老人ホーム F 40 戸 36 人 10 人 90.0% 25.0% 27.8% 

有料老人ホーム G 24 戸 17 人 5 人 70.8% 20.8% 29.4% 

有料老人ホーム H 28 戸 16 人 6 人 57.1% 21.4% 37.5% 

サービス付き高齢者住宅 a 20 戸 20 人 11 人 100.0% 55.0% 55.0% 

サービス付き高齢者住宅 b 34 戸 31 人 18 人 91.2% 52.9% 58.1% 

サービス付き高齢者住宅 c 20 戸 21 人 13 人 105.0% 65.0% 61.9% 

サービス付き高齢者住宅 d 53 戸 56 人 25 人 105.7% 47.2% 44.6% 

サービス付き高齢者住宅 e 75 戸 68 人 26 人 90.7% 34.7% 38.2% 

サービス付き高齢者住宅 f 44 戸 13 人 9 人 29.5% 20.5% 69.2% 

サービス付き高齢者住宅 g 27 戸 29 人 15 人 107.4% 55.6% 51.7% 

サービス付き高齢者住宅 h 39 戸 35 人 13 人 89.7% 33.3% 37.1% 

計 608 戸 523 人 251 人 86.7% 44.2% 50.9% 

※戸数には複数人部屋が含まれます。 

（令和 5 年 4 月 1 日時点） 
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基本目標２ いきいきと活躍できるまちづくり 

～介護予防・生きがいづくりの充実・推進～ 

 

（１）介護予防活動の推進 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を送るためには、心身機能の

状態維持・改善や、社会参加などの介護予防活動に取り組むことが重要です。草

津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、「うつ傾向」が 42.6％、「認

知機能の低下」が 42.8％と 4割を超える方がリスク該当者となっています。これ

は令和 2年の調査（「うつ傾向」43.2％、「認知機能の低下」43.0％）でも同じ

結果であり、重点的に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

・地域において「いきいき百歳体操」や「草津歯（し）・口からこんにちは体操」

などの自主的な介護予防活動が展開され、活動に取り組む団体数は増加傾向にあ

ります。また、厚生労働省において、通いの場に参加する高齢者の割合を 2025年

までに 8％とすることをめざしており、本市においては、通いの場に週 1 回以上

参加する割合は、8.7％と目標を達成しています。 

・一方で、草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、「（地域サロンや

いきいき百歳体操など）介護予防のための通いの場」に参加していない高齢者は

67.1％に上り、参加者の固定化や高齢化により活動を断念される団体もあること

から、活動継続のための支援を行うとともに、新たな活動の担い手育成や、介護

予防の必要性についての啓発、新規参加者を促す取組など介護予防へのさらなる

取組の拡大を図る必要があります。 

  

42.6 

42.8 

43.2 

43.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

うつ傾向

認知機能

R5年

R2年
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■施策の展開----------------------------------------------------------- 

〇外出支援や買い物、調理、掃除等の家事支援を含む日常生活上の支援を必要と

する高齢者の個々の状態に応じ、適切な生活支援・介護予防サービスを提供す

ることで、介護予防や自立支援につながるよう運用します。 

○高齢者の自主的な介護予防活動が地域の中で促進されるよう、新たな自主活動

グループの育成および既存の自主活動グループの継続支援を行います。 

○出前講座や養成講座を通じて、フレイル※（虚弱）、低栄養予防、口腔機能の維

持等に関する正しい知識の普及を推進します。 

○介護予防事業と生活習慣病※の疾病予防・重症化予防等の保健事業を効果的か

つ一体的に進めます。 

 

【実施する事業】 
 事 業 内 容 

１７ 
介護予防・生活支援

サービスの充実 

○利用者の身体の状況などに応じて、日常生活を充実させる介護予

防や日常生活の自立をめざすためのサービスを運用していきます。 

○介護予防ケアマネジメント等により、支援を必要とする高齢者に

対し、介護予防・生活支援サービスが適正に提供されるよう、事

業者への指定・指導を行います。 

１８ 
いきいき百歳体操

の推進 

〇いきいき百歳体操に取り組む団体

に対して、備品の貸し出しや職員

の派遣を行うことで立ち上げ支援

を行うとともに、評価や交流会の

実施により活動継続の意欲向上を

図ります。 

１９ 

草津歯(し)・口から

こんにちは体操の

推進 

〇草津歯（し）・口からこんにちは体操に取り組む

団体に対して、備品の貸し出しや職員の派遣を

行うことで立ち上げ支援を行うとともに、評価や

交流会の実施により活動継続の意欲向上を図り

ます。 

 

２０ 
フレイル予防の推

進 

○管理栄養士・理学療法士・保健師・歯科衛生士

等の専門職が地域サロン等に出向き、フレイル

予防の取組や啓発を行い、高齢者の心身の健康

保持・増進を図ります。 

QR コード読み取りで草津歯・口からこ

んにちは体操をご視聴いただけます！ 
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 事 業 内 容 

２１ 
介護予防普及啓発

事業の推進 

○ｅスポーツ※等の介護予防教室や高齢者をささえるしくみ、出前

講座等を通じて、運動器機能向上や栄養改善等の介護予防の普

及・啓発を行います。 

〇サポーター養成講座（いきいき百歳体操等）の開催により、積極

的に地域で介護予防を進める人材育成を行います。 

２２ 

高齢者の保健事業

と介護予防の一体

的実施の推進 

〇高齢社会の急速な進行に伴い、介護予防事業や生活習慣病の疾病

予防・重症化予防等の保健事業を効果的かつ一体的に進めるため、

庁内担当課および関係団体との連携のもと、地域の課題把握と地

域の特性に応じた健康づくりを進めます。 

○医療保険等のデータから抽出された健康課題を有する高齢者に、

ハイリスクアプローチ(個別的支援)を行い、必要に応じて適切な

支援につなげます。 
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（２）健康づくりの推進 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・本市では、「誰もが健康で長生きできるまち草津～健康寿命※の延伸と健康格差の

縮小～」をめざし、「健康くさつ 21（第 3次）」に基づき、生活習慣病の発症予

防や重症化予防などの取組を進めています。 

・高齢者が健やかな生活を送ることができるよう、高齢者が健康に対する関心を持

ち、健康づくりの実践につながるよう、啓発や取組を行っていく必要があります。 

・本市における健康寿命は、男性 81.82歳、女性 85.88歳であり、男女とも国や県

よりも長くなっています。また、健康寿命と平均寿命の差は、男性 1.47年、女性

3.07年であり、男女とも国や県よりも短期間となっています。 

男性の健康寿命と平均寿命 

 

 

 

 

 
 

 

女性の健康寿命と平均寿命 

 

 

 

 
 

資料：健康づくり支援資料集（令和 4 年度版） 

市町別平均寿命、平均自立期間、平均要介護期間（令和 2年） 

・上記の傾向をさらに進めるために、要介護の原因となる疾病を予防し、介護期間

を短縮させ健康寿命をさらに延伸させる取組が必要です。  

81.82 
81.13 

80.01 

83.29 
82.74 

81.50 

75.00

80.00

85.00

草津市 滋賀県 全国

健康寿命 平均寿命

1.61
1.49

（年）

1.47

85.88 
84.83 84.33 

88.95 88.27 87.61 

75.00

80.00

85.00

90.00

草津市 滋賀県 全国
健康寿命 平均寿命

（年）

3.07 3.44
3.28 

健康寿命と平均寿命の差 
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■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○高齢者が健やかな生活を送ることができるような食育※や健康づくりに関する取

組の充実や普及・啓発を推進します。 

○生活習慣病の発症予防、重症化予防に向けて、特定健診※、特定保健指導※の実

施率向上に取り組みます。 

○地域の特性に応じた健康づくりへの取組が住民主体支援により進められるよう、

市民と行政、企業が協働して、健康づくりを地域に定着・発展させていきます。 

 

【実施する事業】 
 事 業 内 容 

２３ 
健康増進に向けた

啓発の推進 

○働く世代を含む様々な年齢層の市民へ効果的に健康づくりをアプ

ローチするため、関係機関と連携し、健康啓発事業の展開や生活

習慣病に関する啓発・取組を行います。 

２４ 食育の推進 

〇食育の実践の環を広げるため、大型商業施設や市内飲食店等の関

係機関と連携し取組を行います。 

〇健康推進員※による地域での食育推進事業に積極的に取り組みま

す。 

２５ 

地域の特性に応じ

た健康づくりの推

進 

○地域ごとの医療保険や介護保険等の分析データを活用して抽出し

た健康課題について、庁内関係課や地域の関係機関、企業等と共

有し、地域の特性に応じた健康づくりへの取組が住民主体により

進められるよう推進します。 

２６ 
医療費適正化対策

事業の推進 

○電話勧奨や周知啓発により、特定健診受診率向上を図ります。ま

た、第2期草津市国民健康保険保健事業推進計画（令和5年度策定）

に基づいた保健事業を実施し、医療費適正化をさらに推進します。 

２７ 

健康推進員による

健康づくり活動の

推進 

○地域における高齢者ふれあいサロンなどの事業を通じて、健康推

進員が地域に根ざした健康づくり活動に積極的に取り組みます。 
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（３）社会参加における交流の促進 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・高齢期になっても役割や人との交流を持つことは、生きがいを持って自分らしい

生活を送るための大切な要素であり、多様化する高齢者のニーズに合う社会参加

や相互交流を促す場を充実させる必要があります。 

・草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、高齢者の交流活動の中心で

ある老人クラブやボランティア、趣味のグループや学習・教養サークルにおいて

は、「参加している」よりも「参加していない」の回答が多く、約 50％から 70％

が社会参加していない状況です。こうした状況の背景には新型コロナウイルス感

染症の影響も関係していると思われます。社会参加する高齢者が減少しているこ

とで、地域のつながりが希薄化しており、困っていてもなかなか相談できない高

齢者等の増加が懸念されることから、社会参加や生きがいづくりにおける場の提

供や参加しやすい環境づくりに取り組む必要があります。 

・外出を控えている人の割合は、令和 2 年は 23％でしたが、令和 5 年は 31.5％と

8.5％増加しており、新型コロナウイルス感染症の影響により外出を控えている方

も見受けられます。これらを踏まえ、地域の活動に参加していない高齢者へのア

プローチについて検討し、地域における通いの場や社会参加を促す必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○生涯学習やスポーツ、レクリエーション活動など、多様化する高齢者のニーズに

合った事業の充実を図るとともに、自主的に展開されるサークル活動などの情報

発信を行います。 

○高齢者同士だけでなく、幅広い世代との交流を促進することで、役割やつながり

を持つことができ、高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進します。  

67.6 

76.0 

31.5 

23.0 

0.8 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

控えていない 控えている 無回答
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【実施する事業】 
 事 業 内 容 

２８ 

生涯学習などの活

動の場や機会の充

実 

○大学等と連携した学習機会の提供を行うとともに、地域の学習活

動を支える人材育成のための支援講座の実施、学習ボランティア

の育成・活動促進、講演会や学習イベントなどの生涯学習情報の

発信を行います。 

○草津市美術展覧会などを開催することで高齢者が身近に文化・芸

術にふれる機会を提供します。 

２９ 
生涯スポーツ活動

の充実 

○一般市民向けのスポーツイベントや歩こう会等、ニュースポーツ

や健康づくりの事業を展開し、高齢者が身近にスポーツを感じ、

気軽に楽しめる機会を提供します。 

３０ 
隣保館※における健

康福祉事業の推進 

○各隣保館において、創作活動や日常生活訓練等の事業を行い、高

齢者の福祉の向上を図るとともに、生きがいづくりの支援を行い

ます。 

○誰もが気軽に事業や施設を利用できるサロンを開設し、自宅に閉

じこもりがちな高齢者の居場所づくりや、健康の増進を図ります。 

３１ 

地域まちづくりセン

ターにおける学びの

場の充実 

○各地域まちづくりセンターにおいて、市民を対象に地域の特性を

生かした講座等を実施します。 

○各地域まちづくりセンターが企画する講座等の情報を、広報紙（地

域情報紙、広報くさつなど）やホームページ（まちづくり協議会

ＨＰ、市ＨＰなど）など、様々な媒体を通じて提供します。 

３２ 

長寿の郷ロクハ荘

およびなごみの郷で

の取組の推進 

○文化活動や教養の向上、レクリエーション活動を通じた多世代の

交流促進を図るとともに、高齢者を対象とした介護予防教室の充

実を図るなど、高齢者のニーズに応じた取組を進めます。 

○「長寿の郷ロクハ荘」や「なごみの郷」の取組を市民に広く情報

発信するなど、元気な高齢者の生きがいづくりを推進します。 

３３ 
地域協働合校推進

事業の推進 

○学校・家庭・地域が連携を図りながら、子どもと大人の学び合い

による地域学習社会を構築するため、学校や地域の特色を生かし

た学習・体験活動を実施します。 

○子どもの学びを充実したものにするため、市内全小学校に配置す

る地域コーディネーターのネットワークを生かし、地域資源や人

材の発掘につなげ地域ごとに特色ある協働事業を展開します。 
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（４）活躍できる場づくりの充実 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・年齢に関わらず、それぞれの能力や意欲に応じた様々な活躍の場が地域に存在し、

そうした場での社会参加を通じて、地域社会の主役として活躍することが期待さ

れるとともに、地域社会で役割を担って活躍することは、高齢者自身の生きがい

と喜びにつながり、ひいては生活の満足感を向上させ、自身の介護予防にもつな

がります。 

・平均寿命の延伸や人口構造の変化により高齢者人口が増加するなか、就労や地域

でのボランティア活動など、様々な形で能力を発揮し、社会活動に参加したいと

いう高齢者も徐々に増加しています。草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

によると、「健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地

域づくりを進めるとしたら、その活動に参加したいか」の問いに対し、52.2％が

「是非参加したい」「参加してもよい」と回答しています。一方で、35.7％が「参

加したくない」と回答しており、参加したいと思わせる仕組みづくりを行う必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

・高齢者が活躍できる場が地域に不足している、あるいは活躍できる場があっても

その情報が十分に共有されていない等により、高齢者の社会参加の意欲が活動に

結び付いていないケースも存在するため、地域における場づくりや情報発信に向

けた取組が必要です。 

  

5.5 

6.4 

46.7 

47.5 

35.7 

33.2 

8.2 

9.5 

3.8 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5年(n=3,532)

R2年(n=3,475)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答
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■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○就労やボランティア活動などにより、高齢者の生きがいづくりや、担い手として

活躍できる場を提供できるよう、人材の育成や機会の提供等の支援を行います。 

○社会福祉協議会、老人クラブ連合会、シルバー人材センター※等、幅広い関係団体

が連携し、地域における多世代交流の場、世代を超えた活躍の場を創出すること

で、高齢者の多様な社会参加を促進し、高齢者自身が率先して地域づくりの主役

として活躍したいと思うような地域文化の醸成を図ります。 

 

【実施する事業】 
 事 業 内 容 

３４ 
老人クラブ活動の

充実 

○老人クラブの自主的な活動の支援に向けて、コーディネーター※

の役割として創造推進員を配置し、組織づくりの推進を行うとと

もに、高齢者の健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりを目的

とした取組を支援します。 

○老人クラブ活動の活性化および会員数増加に向けた取組を老人ク

ラブ連合会とともに検討します。 

３５ 
地域サロン活動の

充実 

○高齢者の見守り活動を推進し、介護予防や

趣味の場づくりを通じて、身近な場所で支

え合う関係づくりができるよう、地域サロ

ン活動の拡充を支援します。 

○地域サロン同士のつながりをつくるため、

意見交換や情報交換を行い、それぞれの活

動の継続と活性化につながる交流会を開

催します。 

３６ 

人権課題に対する

正しい理解の普及

啓発 

〇高齢者を含む人権についての正しい理解の促進と差別の解消をめ

ざし、人権セミナー等の実施および教材や図書等の貸し出しを通

じた啓発を行います。                                            

３７ 
ボランティア活動の

推進 

○高齢者がいきいきと地域活動に取り組むことができるよう、地域

福祉活動の担い手となるボランティアの育成や、身近な居場所づ

くり・生きがいづくりにつながるボランティア活動の推進に引き

続き取り組みます。 

○ボランティア活動への動機付けとなる介護予防サポーター
※
ポイ

ント制度を通じて、高齢者が積極的に地域活動に参加できるよう

支援します。 

３８ 
高年齢者労働能力

活用事業の推進 

○高齢者の豊かな経験を活用し、新たな役割と生きがいを見出せる

社会の構築を図るため、公益社団法人草津市シルバー人材センタ

ーが行う就業機会の提供や地域に根ざした事業に対して、「草津

市高年齢者労働能力活用事業補助金」を交付します。 
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基本目標３ 介護・福祉サービスの充実したまちづくり 

～サービスの質の向上と介護人材の育成～ 

 

（１）高齢者を支える各種サービスの推進 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・高齢者人口がピークを迎えるとされている令和 22（2040）年にかけて、本市の高

齢者人口の割合は増加しますが、一方で高齢者を支える年代である生産年齢人口

の割合は減少する見込みです。限られた人材や資源の中で高齢者の暮らしをいか

に支えるか、その方法を考えていく必要があります。 

・草津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、40％を超える人が、今後も

自宅で住み続けることを希望しています。高齢になってもできる限り長く自宅で

暮らし続けられるよう、介護・福祉サービスの中でも、特に在宅生活を支えるサ

ービスを充実することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○高齢者の多様な生活ニーズに対応するために、各種サービスの充実に努めるとと

もに、介護者が不安なく在宅での介護を行っていくため、利用者やその家族の意

見内容を整理し、事業所間で課題を共有することで、より良いサービスが提供さ

れるよう取組を進めます。 

○ケアマネジャーが利用者の状態やニーズに適切に対応できるよう、サービスの円

滑な利用や課題解決力の向上を支援するなど、ケアマネジメントの質の向上に向

けた取組を行います。  

42.0 

0.4 

25.9 12.0 

0.3 

15.3 4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 3,352

自宅（在宅）

子ども、兄弟姉妹等親族の家

施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など）

病院等の医療施設

その他

わからない

無回答
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【実施する事業】 
 事 業 内 容 

３９ 
高齢者福祉サービ

スの充実 

○ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、介護保険サービスの対

象とならない高齢者等の自立した生活を支えるために緊急通報シ

ステム※、日常生活用具の給付や貸与、福祉理髪サービス、外出

支援サービス、住宅小規模改造助成、ふとんクリーンサービス、

配食サービス等を提供します。 

４０ 
ケアマネジャーへの

支援 

○ケアマネジャーが地域の関係機関や関係者と連携し、高齢者を支

援できるよう、地域包括支援センターが関係づくりを支援します。 

○ケアマネジャー連絡会や主任介護支援専門員連絡会において、ケ

アマネジメントに必要な情報提供や情報交換を行うことで、サー

ビスの円滑な利用や課題解決力の向上を支援します。 

４１ 
生活管理指導短期

入所の推進 

○在宅で援助が必要な高齢者を対象に、養護老人ホームの短期宿泊

で日常生活に対する指導および支援を実施します。 

４２ 

福祉機器リサイク

ル事業および車い

す等貸出事業の推

進 

○草津市内に居住する人等で、一時的に歩行が困難となった人の通

院・外出に車いす等を貸し出します。 

４３ 
高齢者電話訪問事

業の推進 

○65歳以上のひとり暮らしや日中をひとりで過ごす高齢者を対象に

傾聴ボランティアが、電話訪問を行います。利用者の困りごとな

どについて、必要に応じ、同意を得たうえで、民生委員・児童委

員や利用されている福祉サービス事業者などに相談をつなげます。 

４４ 
地域密着型サービ

ス内容の充実 

〇地域密着型サービス事業所運営推進会議において、利用者やその

家族からの意見内容を整理し、集団指導などの機会を通じて、他

の事業所にも伝達を行うことで、課題の共有を図ります。 

〇地域密着型サービス事業所が、地域住民からの相談や交流を通じ

て地域とつながりのある生活を利用者に提供するための取組がで

きるよう支援します。 

４５ 

高齢障害者の円滑

なサービス利用に

向けた連携強化 

○高齢障害者に対する支援をスムーズに行うことができるよう、福

祉部局間および関係機関との連携体制の強化を図ります。 
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（２）介護保険制度の安定的な運営 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・高齢化の進展により、今後、要支援・要介護認定者や認知症高齢者、ひとり暮ら

し高齢者が増加することが想定されています。それに伴い必要となる保険給付費

も増加していく見込みです。 

・介護保険制度の信頼を高め、持続可能な制度としていくためには、介護給付※の適

正化を図ることが重要です。そのため、国の指針に従い、要介護認定の適正化等

について、着実に実施する必要があります。 

 

■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○介護保険制度の信頼を高め、介護保険サービスを利用すべき対象者が適正な介護

保険サービスを享受できるように、引き続き介護（予防）給付適正化事業に取り

組みます。 

○介護保険サービスや日常生活支援総合事業などの安定供給のため、サービス量の

確保を図るとともに、市町村特別給付※を実施します。 

 

【実施する事業】 
 事 業 内 容 

４６ 
介護制度や事業所

情報の周知啓発 

○介護保険制度のサービス内容や制度改正の内容を、パンフレット

や広報紙、ホームページ等の媒体を通じて、広く市民に周知しま

す。 

○市内の介護サービス事業所の情報について、ホームページ等によ

る情報提供に取り組みます。 

４７ 
介護給付の充実と

適正化 

○介護保険サービスや日常生活支援総合事業などの安定供給のため

のサービス量の確保を図り、すっきりさわやかサービス等市町村

特別給付を実施するとともに、介護給付適正化主要3事業である

「要介護認定の適正化」「ケアプラン※点検」「医療情報との突

合・縦覧点検」を実施し、介護給付の適正化を図ります。 

〇リハビリテーションサービス提供体制の構築をめざします。 
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（３）介護人材の育成・確保 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・高齢化の進展により、高齢者数が増加する一方で、担い手となる若年層は減少し

ていることから、介護人材の確保は多くの事業所に共通する課題となっています。 

・介護スタッフの負担を軽減することも重要であり、介護ロボットやＩＣＴの導入、

業務仕分け、文書事務の軽減等、業務効率化のための取組を検討していく必要が

あります。 

・介護に関するイメージ向上、介護職員の早期離職防止、人材育成、働きやすい職

場づくり等、介護人材の確保に向けた様々な施策を講じていくことが求められま

す。 

 

■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○介護人材の育成および確保に向けて、滋賀県、近隣他市、介護サービス事業所等

と連携し、現状の把握により抽出した問題点に対して共働して問題解決に取り組

みます。 

○さまざまなイベント等の機会を通じて介護の仕事の魅力を発信することで、介護

に関するイメージ向上に努めます。 

 

【実施する事業】 
 事 業 内 容 

４８ 
介護人材の確保に

向けた取組の検討 

○外国人を含めた介護分野に従事する人材の育成・確保に向けて、

滋賀県、近隣他市、介護サービス事業所等と連携した広域的な観

点を含めた取組を推進します。 

○若年層への働きかけや会議・研修等の開催を通じて、介護・福祉

分野に従事する人材の育成・確保の機会の創出に取り組みます。 
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（４）家族介護者への支援の充実 

■現状と課題------------------------------------------------------------- 

・高齢化の進展により、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯の増加など、世

帯構造の変化に伴う、介護者の高齢化が進んでいくことが想定されています。 

・働きながら要介護者等を在宅で介護する家族等の負担が増加し、介護離職やダブ

ルケア※、ヤングケアラー等の問題が表面化しており、介護者の不安や負担の軽

減、相談・支援を図ることが必要とされています。 

・本市では、「子ども・若者総合相談窓口」等の関係機関との連携により、ヤング

ケアラーに対する支援を推進しています。 

 

■施策の展開----------------------------------------------------------- 

○高齢者を介護している介護者等に対し、「家族介護教室」や「家族介護なんでも

相談会」等を開催することにより、身体的・精神的負担の軽減を図るとともに、

介護者がひとりで抱え込まない取組を進めます。 

 

【実施する事業】 
 事 業 内 容 

４９ 
家族介護教室の推

進 

○医療・福祉・介護の専門職による家族介護教室を開催し、介護に

関する知識や技術の取得を支援するとともに、介護者同士の交流・

情報交換の機会を設けます。 

５０ 
家族介護なんでも

相談会の推進 

○家族介護者が気軽に相談できる場として、定期的に「家族介護な

んでも相談会」を開催し、家族介護者への相談体制の充実を図り

ます。 
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第６章 介護保険の事業費の見込み 

 本計画期間における介護保険事業費および保険料算定の概略を示します。算定の手順は、

過去の利用実績を基に、計画期間における介護保険サービスの利用量を推計します。その

結果から介護保険給付費を算定し、さらに地域支援事業※費なども見込むことで介護保険の

事業費を算定します。そこから、保険料で負担する分の金額を見込み、第1号被保険者数で

配分することで、保険料基準額を算定します。 

 

１ サービス見込量の算定 

 介護保険事業費の算定にあたっては、計画期間における介護保険サービス利用量を見込

む必要があります。今後の要支援･要介護認定者数の推計人数を前提として、サービス基盤

の整備方針などを踏まえ、サービス利用量を以下のように見込みます。 

 

（１）居宅サービスの見込量  

居宅サービスについては、介護サービス、介護予防サービスを次のように見込みます。 

 

【介護サービスの見込量（各年度の月平均）】  

サービス種別 単位 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 22 

年度 

訪問介護 回/月     

訪問入浴介護 回/月     

訪問看護 回/月     

訪問リハビリテーション 回/月     

居宅療養管理指導 人/月     

通所介護 回/月     

通所リハビリテーション 回/月     

短期入所生活介護 日/月     

短期入所療養介護（老健） 日/月     

短期入所療養介護（病院等） 日/月     

短期入所療養介護（介護医療院）      

福祉用具貸与 日/月     

特定施設入居者生活介護 人/月     

特定福祉用具購入費 人/月     

住宅改修費 人/月     

居宅介護支援 人/月     

 

  

算定中 
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【介護予防サービスの見込量（各年度の月平均）】  

サービス種別 単位 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 22 

年度 

介護予防訪問入浴介護 回/月     

介護予防訪問看護 回/月     

介護予防訪問リハビリテーション 回/月     

介護予防居宅療養管理指導 人/月     

介護予防通所リハビリテーション 人/月     

介護予防短期入所生活介護 日/月     

介護予防短期入所療養介護（老健） 日/月     

介護予防短期入所療養介護（病院等） 日/月     

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 日/月     

介護予防特定施設入居者生活介護 人/月     

介護予防福祉用具貸与 人/月     

特定介護予防福祉用具購入費 人/月     

住宅改修費 人/月     

介護予防支援 人/月     

 

（２）地域密着型サービスの見込量 

地域密着型サービスの利用量については、次のように見込みます。 

 

【地域密着型サービスの見込量（各年度の月平均）】  

サービス種別 単位 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 22 

年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人/月     

夜間対応型訪問介護 人/月     

認知症対応型通所介護 回/月     

介護予防認知症対応型通所介護 回/月     

小規模多機能型居宅介護 人/月     

介護予防小規模多機能型居宅介護 人/月     

認知症対応型共同生活介護 人/月     

介護予防認知症対応型共同生活介護 人/月     

地域密着型特定施設入居者生活介護 人/月     

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人/月     

看護小規模多機能型居宅介護 人/月     

地域密着型通所介護 回/月     

※第9期計画から創設される複合型サービスについては、詳細が決まっていないため、記載 

していません。 

  

算定中 

算定中 
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（３）施設サービスの見込量 

施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）の利用量について

は、次のように見込みます。 

 

【施設サービスの見込量（各年度の月平均）】  

サービス種別 単位 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 22 

年度 

介護老人福祉施設 人/月     

介護老人保健施設 人/月     

介護医療院 人/月     

 

（４）介護予防・生活支援サービスの見込量 

  介護予防・生活支援サービス（生活支援型訪問サービス、介護予防型訪問サービス、活動

型デイサービス、介護予防型デイサービス、生活サポート事業）の利用量については、次の

ように見込みます。 

 

 【総合事業の見込量（各年度の月平均）】  

サービス種別 単位 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 22 

年度 

生活支援型訪問サービス 人/月     

介護予防型訪問サービス 人/月     

活動型デイサービス 人/月     

介護予防型デイサービス 人/月     

生活サポート事業 人/月     

 

（５）市町村特別給付の見込量 

  市町村特別給付（すっきりさわやかサービス、支給限度額上乗せサービス）の利用量につ

いては、次のように見込みます。 

 

 【市町村特別給付の見込量（各年度の月平均）】  

サービス種別 単位 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 22 

年度 

すっきりさわやかサービス 人/月     

支給限度額上乗せサービス 人/月     

  

算定中 

算定中 

算定中 
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（６）施設サービス等の整備量 

施設サービス等の計画期間における整備については、次のように見込みます。 

 

【施設サービスの整備量】 

サービス種別 単位 
第 8 期計画 

までの整備量 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

介護老人福祉施設 床     

介護老人保健施設 床     

介護医療院 床     

 

【地域密着型サービスの整備量】 

サービス種別 単位 
第 8 期計画 

までの整備量 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

認知症対応型共同生活介護 床     

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 床     

 

  

算定中 

算定中 
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２ 介護保険総事業費の算定 

介護保険事業の総事業費は、介護保険サービスの給付費に高額介護サービス費※などの

費用を加えた標準給付費と、地域支援事業費等の合計額となります。介護保険サービスの

給付費は、サービス見込量をもとに、サービス単価を乗じて積算することで算定されます。

総事業費は以下のようになります。 

【介護保険総事業費】 
     （千円） 

 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

3 か年 

合計 

令和 22 

年度 

標準給付費見込額      

 総給付費（一定以上所得者負担の調整

後） 

     

  総給付費      

  一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額      

 特定入所者介護サービス費等給付額      

 高額介護サービス費等給付額      

 高額医療合算介護サービス費※等給付額      

 算定対象審査支払手数料      

地域支援事業費      

 介護予防・日常生活支援総合事業※費      

 包括的支援事業・任意事業費      

 包括的支援事業（社会保障充実分）      

合  計      

 

 

３ 介護保険料基準額の算定 

（１）保険料収納必要額 

第1号被保険者保険料の算定にあたっては、介護保険総事業費より国・県・市の負担金お

よび第2号被保険者の保険料を除いた額が基本となります。保険料により負担する費用の合

計（保険料収納必要額）は以下のようになります。 

【保険料収納必要額】 
     （千円） 

 
令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

3 か年 

合計 

令和 22 

年度 

第 1 号被保険者負担分相当額  (a)      

調整交付金相当額   (b)      

調整交付金見込額   (c)      

市町村特別給付費等   (d)      

準備基金取崩額等   (e)      

保険料収納必要額    (a+b-c+d-e)      

      
予定保険料収納率      

保険料収納必要額（未収納を見込んだ額）      

 

算定中 

算定中 
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（２）第１号被保険者保険料 

第1号被保険者保険料は、保険料収納必要額を第1号被保険者数（所得段階により保険料

基準額に対する割合が異なるため、所得段階別の人数で補正した被保険者数）で割ること

により以下のとおり算定します。 

【所得段階別保険料】  

（円） 

段階 対象者 

基準額

に対す

る割合 

保険料 

（年額） 

第１段階 

生活保護を受給している人 

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合

計所得金額との合計が年額 80 万円以下の人 

0.45  

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合

計所得金額との合計が年額 80 万円を超え 120 万円以下の

人 

0.75  

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合

計所得金額との合計が年額 120 万円を超える人 
0.75  

第４段階 

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員が

おり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が

年額 80 万円以下の人 

0.85  

第５段階 

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員が

おり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が

年額80万円を超える人 

1.00 
 

（基準額） 

第６段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額 120 万円未満の

人 
1.10  

第７段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円以上200

万円未満の人 
1.25  

第８段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額200万円以上300

万円未満の人 
1.50  

第９段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額300万円以上400

万円未満の人 
1.60  

第 10 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額400万円以上500

万円未満の人 
1.70  

第 11 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額が年額 500 万円以上

750 万円未満の人 
1.80  

第 12 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額が年額 750 万円以上

の人 
1.90  

※低所得者の保険料負担軽減の仕組みとして、第1段階から第3段階の基準額に対する割合 

は公費負担が行われることにより、次のとおり軽減されています。 

第1段階 〇〇→〇〇 第2段階 〇〇→〇〇 第3段階 〇〇→〇〇

算定中 
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第７章 計画の推進 

１ 各主体の役割 

本計画において地域包括ケアシステムの深化・推進をめざしていくためには、行政や介

護サービス事業所、関係機関だけでなく、市民、地域といった各主体が自らの役割を認識

し、連携を深めていくことが重要となります。地域包括ケアシステムは、地域共生社会の

実現に向けた中核的な基盤となりうるものであり、第8期計画から引き続き、地域共生社会

の実現に向けた「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備していく必要があります。 

地域共生社会は、高齢者のみならず、障害児者、児童、生活困窮者等を含む地域のあら

ゆる住民が役割を持って、お互いに支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティ

を形成し、公的な福祉サービスとの協働により、助け合って暮らせる地域社会の実現をめ

ざすものです。 

本市としては、それぞれの主体が、地域包括ケアシステムの担い手として、適切な役割

を果たせるように、連携と協働のもと、計画の効率的で効果的な推進を図ります。 

 

（１）市の役割 

市は、本計画の推進主体であり、介護保険制度の運営主体として、本計画に基づく取組

を進め、本市の地域包括ケアシステムの深化・推進を進めていきます。 

地域包括ケアシステムを深化・推進させていくために必要な基盤を整備するとともに、

今後は、医療ニーズと介護ニーズをあわせ持つ高齢者等の増加が予測されるため、医療や

介護・健康づくり、交通、住宅部門など、関係機関と連携を密にし、地域における在宅医

療や在宅介護を提供する関係者間の連携を推進していくことが必要です。 

 

（２）介護・医療等の関係機関に期待される役割 

介護サービス事業所、保健･福祉･医療の関係機関などには、地域包括ケアシステムにお

けるサービスの担い手として、高齢者のニーズに応じた質の高い利用者本位のサービスを

提供することが期待されます。また、利用者の権利擁護に関して十分な配慮がなされ、適

切なサービス提供はもとより、利用者の立場に立った、心のこもったサービスの提供が期

待されます。 

地域包括ケアシステムの一層の深化・推進に向けては、さまざまな職種が高い専門性を

発揮するとともに、きめ細かく連携していくことが不可欠です。医師、歯科医師、薬剤師、

看護職員や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等の医療関係

職種と、社会福祉士、介護福祉士、ケアマネジャー等の介護関係職種との連携を強化し、

それぞれが主体的に地域包括ケアシステムの一翼を担っていくことが期待されます。 
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（３）市民に期待される役割 

「自らの健康は自らでつくる」という意識を持ち、生活習慣病の予防をはじめとして健康

の保持増進に努め、自ら介護予防に取り組むことが期待されます。また、たとえ介護が必

要になっても、地域包括ケアシステムのさまざまな機能を活用しながら、地域の中で尊厳

をもって自分らしい生活を続けていく意欲と努力が期待されます。 

趣味や仕事、人との交流など、それぞれの生きがいを持って心身ともに健やかな生活を

送るとともに、地域の中での自らの役割を自覚し、地域包括ケアシステムの担い手として

地域で活躍し、地域共生社会を実現していく可能性にも期待が高まっています。 

 

（４）地域等に期待される役割 

地域包括ケアシステムにおいては、地域そのものが高齢者の生活の場であり、大きな役

割を果たすこととなります。住民同士がお互いを思いやる心や連帯意識の醸成に努めなが

ら、地域包括ケアシステムの一翼を担い、近隣のなじみの関係を生かした取組として、身

近な場所での地域活動、高齢者の見守り、声かけ、安否の確認などを実践していくことに

期待が寄せられます。 

また、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、老人クラブなどの地域で活動している主

体においては、それぞれの役割や特色を生かし、行政等との連携を図りながら、高齢者の

心に寄り添う存在として、高齢者の身近な相談窓口、生きがいづくりや生活支援など、地

域に根ざした活躍が期待されます。 

地域包括ケアシステムの機能においては、サービス事業所等が提供する専門的なサービ

スとともに、身近なところで高齢者のちょっとした不便などを解消する多様な生活支援の

サービスが重要となります。こうした役割を担うボランティアやＮＰＯ※などのさまざまな

取組が、地域に根ざした活動として定着していくこと、また、新たに生み出されることが

期待されます。 

 

２ 計画の進行管理 

本計画を着実に推進していくためには、計画の進行管理の体制を構築することが重要と

なります。全市的な観点から計画の推進を図るために、引き続き、「草津市あんしんいきい

きプラン委員会」を中心に計画の進行管理を行います。具体的には各年度における事業の

実施状況、目標達成状況、今後の実施方針などを定期的に整理･検討し、本計画の点検･評

価を行うなど、ＰＤＣＡサイクル※を活用し、効果的かつ継続的な計画の推進を図ります。 

 

３ 計画の周知 

本計画の目標や施策について、広く市民に周知していくため、広報くさつや市ホームペ

ージなどをはじめとして、多様な媒体を活用した広報活動を行います。 
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資 料 編 

１ 用語解説 

 

【ア行】 

■アセスメント 

課題分析などと訳される。利用者が直面している生活上の問題・課題（ニーズ）や状況の本

質、原因、経過、予測を理解するために、必要なサービスの提供や援助に先立って行われる一

連の手続きのことをいう。ケアマネジメントの一環として、ケアマネジャーがケアプランを作

成する前に利用者のニーズ、状況等を詳細に把握するために行われる。 

■インフォーマルサービス 

近隣や地域社会、ＮＰＯ法人、ボランティア等が行う非公式な援助のこと。法律等の制度に基

づいた福祉サービス等をフォーマルサービスと呼ぶが、その対語として使用される。 

■ｅスポーツ 

「エレクトロニック・スポーツ（Electronic Sports）」の略で、ビデオゲーム・モバイルゲー

ムを使った対戦をスポーツ競技として捉えた言葉。 

■ＮＰＯ（非営利組織） 

ＮＰＯは、Non Profit Organization の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に

対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。 

 

【カ行】 

■介護給付 

要介護（要介護 1～5）の認定を受けた利用者（被保険者）が利用できるサービスの利用料を

保険料・税金から賄う（支給する）こと（保険給付）をいう。原則、利用料の 9割または 7割

が補助され、残りの 1割または 3割が利用者の自己負担となる。 

■介護予防 

高齢者が要介護状態等になることの予防や、要介護状態等の軽減・悪化の防止を目的として

行うもの。心身機能の改善だけを目指すのではなく、日常生活の活動を高め、社会への参加を

促し、生きがいのある生活を送ることができるよう支援するもの。 
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■介護予防サポーター 

地域の様々な介護予防活動を支える人のこと。高齢者の健康づくりや介護予防についての研

修を受けた高齢者が、介護予防サポーターとして認定される。本市では、草津市社会福祉協議

会にサポーターとして登録された方が活動を実施することでポイントがたまる、「草津市介護

予防サポーターポイント制度」を実施している。 

■介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう創設された事業で、

「介護予防・生活支援サービス事業」、「一般介護予防事業」からなる。「介護予防・生活支援

サービス事業」には、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス（配食サービス

等）、介護予防ケアマネジメント（ケアマネジャーによるケアプラン。地域包括支援センター

で行う）があり、基本チェックリストにより事業対象者と判定された 65歳以上の高齢者や要

支援 1・2 と認定された被保険者を対象とする。 

■居宅サービス 

要支援・要介護認定を受けた後も自宅などで生活する方を対象とした、介護保険サービスの

総称。居宅サービスに含まれる介護保険サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入

所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販

売がある。居宅サービスを受けるためには、各市区町村の窓口で申請した上で要介護度の判

定を受け、介護サービス計画書（ケアプラン）を作成してもらう必要がある。 

■緊急通報システム 

緊急時に、簡単な操作で緊急通報システム受信センターへ連絡ができるよう機器を設置し、協

力員への連絡や消防署への救急出動を要請することができるシステム。看護師による健康相

談も行っている。 

■ケアプラン 

利用者個々のニーズに合わせた介護保険制度内外の適切な保健・医療・福祉サービスが提供

されるように、ケアマネジャーがケアマネジメントという手法を用い、利用者・家族と相談し

ながら作成するサービスの利用計画のこと。ケアプランは、①利用者のニーズの把握、②援助

目標の明確化、③具体的なサービスの種類と役割分担の決定、といった段階を経て作成され、

公的なサービスだけでなく、それ以外の社会資源も活用して作成される。 

■ケアマネジメント 

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての

保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整するとともに、そのサービスが有効に利

用されているかを継続的に評価する方法。①インテーク（導入）、②アセスメント（課題分析）

の実施、③ケアプラン原案の作成、④サービス担当者会議の開催、⑤ケアプランの確定と実施

（ケアプランに沿ったサービス提供）、⑥モニタリング（ケアプランの実施状況の把握）、⑦終
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了、からなる。利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法

が取り入れられている。 

■ケアマネジャー（介護支援専門員） 

介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、ケアマネジメントとい

う手法を用い、利用者がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村、

サービスを提供する事業所、施設などとの連絡調整を行う人のこと。「介護支援専門員」は、

ケアマネジャーの仕事に必要な資格の名称でもある。 

■健幸都市 

「みんなが生きがいをもって、健やかで幸せな暮らしができるまち」のこと。「健幸」は「健

康」と「幸福」を足し合わせた造語であり、草津市では、心身の健康だけでなく、みんなが生

きがいを感じながら、安全安心で豊かな、そして幸せな生活を送れるように、という願いを込

めて、定義している。 

■健康寿命 

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。健康寿命の主な指標

としては、①「日常生活に制限のない期間の平均」、②「自分が健康であると自覚している期

間の平均」、③「日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間）」がある。 

■健康推進員 

市長から委嘱され、市が実施する保健事業への協力や自主的な活動等を通して、地域における

健康づくりの担い手となる人のこと。 

■権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な認知症高齢者や障害者等に代わって、援

助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。 

■高額介護（予防）サービス費 

1ヶ月に支払った介護費用が要介護度ごとに定められたサービス利用の上限（支給限度額）を

超えた場合に、その差額分を市より払い戻しするサービス。 

■高額医療合算介護（予防）サービス費 

医療保険と介護保険における 1 年間の自己負担の合計額が一定の限度額を超えた場合に、そ

の超えた額に相当する額を支給するサービス。 

■高齢期 

世界保健機関（World Health Organization：WHO）の定義によると，高齢者とは 65歳以上の

人のことを指し、当計画では 65歳以上の期間のことをいう。 

■コーディネーター 

プロジェクトの管理者からイベントの主催者まで、多くの役割を果たす人物を指す。介護分野

では、生活支援コーディネーターがある。「地域支え合い推進員」ともいい、高齢者の生活支
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援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において生活支援・介護予防サ

ービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす。 

■コミュニティ 

共通の目的や興味、地域などによって結びついた人々の集まりのこと。 

 

【サ行】 

■サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者世帯の孤立化などを防ぎ、高齢者が安心して生活できるように、見守りや介護保険サ

ービスなどを組み合わせて提供する形態の高齢者住宅。 

■市町村特別給付 

要介護者・要支援者に対し、介護保険法で定められた保険給付（法定給付）以外に、市町村が

条例で定めた独自のサービスを提供するもの。 

■社会福祉協議会 

地域福祉を推進する中核的な役割を担う民間団体として位置付けられた組織。社会福祉法に

規定されている。行政や関係機関等と連携して、ボランティア事業や小地域福祉ネットワーク

活動、普及啓発活動などの様々な事業を実施している。 

■施設サービス 

要介護認定を受けた高齢者が「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」「介護老人保健施

設」「介護医療院」に入所して受けるサービスのこと。 

■食育 

様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、

健全な食生活を実践できる力を育むこと。 

■シルバー人材センター 

地域社会に密着した臨時的かつ短期的またはその他の軽易な業務を一般家庭、事業所、官公

庁等から受注し、自らの生きがいの充実や社会参加を求める高齢者にその意欲や能力に応じ

て就業機会を提供することにより、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とした、高

齢者が自主的に運営する団体。 

■ステークホルダー 

組織の利害と行動に直接・間接的な利害関係がある者であり、利害関係者を指す。 

■生活支援コーディネーター 

地域の助け合い・支え合い体制の構築に向けた取組を推進するために、既存の取組・組織等

も生かしながら、資源開発、関係者のネットワークの構築、地域の支援ニーズとサービス提供

主体の活動のマッチング等を担う。 
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■生活習慣病 

日常の生活習慣によって引き起こされる病気の総称で、その定義は「食習慣、運動習慣、休

養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に関与する症候群」とされている。脂質異

常症、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗しょう症、がんなどが代表的。 

■セーフティネット 

セーフティネットとは「安全網」の意味で、何らかの生活課題を抱えた人が、さらに困難な状

況に落ち込まないように、生活を支援する制度や仕組みのことをいう。 

 

【タ行】 

■ダブルケア 

1人の人や 1 つの世帯において、同時期に育児と介護の両方が重なった状態のこと。 

■団塊の世代 

昭和 22年から昭和 24年頃までのベビーブームの時期に生まれた世代のこと。 

■地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」・「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。 

■地域ケア会議 

地域包括支援センターや市が主催し、高齢者支援について医療や介護、福祉などの専門職、地

域の関係者が協働して行う会議。個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共

通した課題を明らかにし、地域課題の解決につなげる。個別課題の解決やネットワーク構築、

地域課題の発見等を行う「地域ケア個別会議」と、地域づくり、資源開発や政策形成等を行う

「地域ケア推進会議」に大別される。 

■地域サロン 

社会参加が困難になった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が、身近な場所で気軽に集い、地域

の人同士のつながりを深める自主活動の場。地域に交流の場を設けることで、介護予防や仲間

づくりや、近隣での「助け合い」・「支え合い」を育む地域づくりにもつながる。 

■地域支援事業 

介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防するとともに、

要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援するため、市町村が行う事業。「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包

括的支援事業」、「任意事業」からなる。 
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■地域資源 

地域の強みや特性となり得る「ひと」や「もの」、「文化・歴史」などの有形・無形の優れた資

源のことを総称であるが、介護方面では、主に生活支援・介護支援などのサービス、助成金な

ど住民の暮らしを支えている人・物・情報などのこと。 

■地域福祉コーディネーター 

地域の福祉課題を解決するために、行政や社会福祉施設等の関係機関・団体等と様々な調整

を行いながら、地域の福祉課題の解決に向けてリーダーシップを発揮する役割を担う人のこ

と。専門的な対応が必要なケースへの対応、ネットワークづくり等、問題を抱える住民に対し

て必要な支援を行ううえで、活用できる制度や資源を探し、つなぎ、つくり出す役割を担う。 

■地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域に住まい・医療・介護・予防・生活

支援が一体的に提供される体制のこと。(詳細は 54 ページを参照) 

■地域包括支援センター 

地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設

けられた機関。市町村または老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、医療法人、社会

福祉法人などのうち、市町村から包括的支援事業の委託を受けたものが設置することができ

る。主な業務は、①包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権

利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）、②介護予防支援、③要介護状態に

なるおそれのある高齢者の把握などで、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職が

配置されている。 

■地域密着型サービス 

その地域に住む要介護・要支援の認定を受けている介護保険の利用者が、できる限り住み慣

れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするためのサポートを目的として創設されたサ

ービス類型。 

■デマンド型タクシー 

乗り合いタクシーの一種。近年、全国的に増えつつあり、タクシー会社と自治体が協力し運営

を行っているところが多い。車両は一般のタクシーですが、バスのように停留所から乗り降り

したり、家の前まで来てくれる市町もある。利用は、事前に登録を行い、予約があった時のみ

運行を行うことが多い。 

■特定健診（特定健康診査） 

医療保険者が、40～74歳の加入者（被保険者・被扶養者）を対象として、毎年度、計画的に

実施するメタボリックシンドロームに着目した検査項目での健康診査のこと。 

■特定保健指導 

医療保険者が、特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある人に対し、毎年度、計画

的に実施する保健指導のこと。 
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【ナ行】 

■認知症 

一度獲得された知能が、脳の器質的な障害により持続的に低下したり、失われることをいう。

一般に認知症は器質障害に基づき、記銘・記憶力、思考力、判断力、見当識の障害がみられ、

知覚、感情、行動の異常も伴ってみられることが多い。記憶に関しては、短期記憶がまるごと

失われることが多いが、長期記憶については保持されていることが多い。 

■認知症カフェ 

認知症の人やその家族が、地域の人と交流したり、医療や介護の専門家に相談ができる等、相

互に情報を共有しお互いを理解し合う集いの場。 

■認知症サポーター 

認知症サポーターとは、市町村等が実施主体となる「認知症サポーター養成講座」の受講者

で、認知症を正しく理解し、自身のできる範囲で認知症の人や家族を見守り支援する応援者

をいう。受講者には、認知症を支援する目印としてオレンジリングが授与される。 

■認知症初期集中支援チーム 

医師など多職種の専門職によるチームで、認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族

を訪問し、包括的、集中的（おおむね 6か月）な支援を行うことで、生活の自立をサポートす

るもの。 

■認定調査 

介護保険制度において、要介護認定・要支援認定のために行われる調査をいう。調査は、市町

村職員や委託を受けた事業者の職員等が被保険者宅の自宅や入所・入院先などを訪問し、受

けているサービスの状況、置かれている環境、心身の状況、その他の事項について、全国共通

の 74項目からなる認定調査票を用いて公正に行われる。 

 

【ハ行】 

■パブリックコメント 

行政機関が法令や行政計画などを策定する際に、その案を公表し、広く意見などを募ることで

公正な意思決定をするための制度。一般的にはホームページでの公開、公共施設での閲覧など

の方法で公表し、意見を募集する。 

■バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていくうえで、障壁（バリア）となるものを除去するという意味

で、もともとは建物内の段差の解消等の物理的障壁の除去、また、より広く、障害のある人の

社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁を除去しようという考え

方。 
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■ＰＤＣＡサイクル 

事業活動などにおいて、品質管理や進捗管理などを円滑に進める手法。Plan（計画）→Do（実

行）→Check（評価）→Act（改善）の 4段階を繰り返すことで、業務を継続的に改善すること

が可能となり、計画を適切に推進することができる。 

■避難行動要支援者 

高齢者、障害者等、災害発生時に自力で避難することが困難で、支援を要する人のこと。 

■被保険者 

各市町村の40歳以上の住民（住民基本台帳上の住所を有する者）を指す。年齢により第1号被

保険者と第2号被保険者に分けられており、要介護認定の方法や保険料の収集方法等が異なっ

ている。第1号被保険者は、65歳以上の住民を、第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保

険加入者とされる。 

■福祉用具 

高齢者や障害者の自立に役立ち、介護する方の負担を軽減するための用具。具体的には、特殊

寝台、車いす、褥瘡（じょくそう）予防用具、歩行器、ポータブルトイレ、シャワーチェア、

入浴用リフト、立ち上がり座椅子などがある。 

■フレイル 

フレイルとは、高齢期に心身の機能が衰えた状態で、健康な状態と、介護が必要な状態の中間

の段階のこと。フレイルの段階で生活習慣の改善などの対策を行えば、健康な状態を取り戻す

ことが可能といわれている。 

 

【マ行】 

■民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法に基づき、各市町村の区域に置かれる民間奉仕者で都道府県の推薦

により厚生労働大臣が委嘱する。職務は、①住民の生活状態を適切に把握すること、②援助を

必要とする者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう相談・助言・その他の援助を

行うこと、③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するための情報提供等の援助

を行うこと、④社会福祉事業者等と密接に連携し、その事業または活動を支援すること、⑤福

祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること、が規定されている。児童委員は、地域

の子どもたちの見守りや子育て相談・支援等を行う委員で、民生委員は児童委員を兼ねている

ため、「民生委員・児童委員」と列記されることも多い。 

 

【ヤ行】 

■ヤングケアラー 

家族に介護などケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うと想定されている家事や家族

の世話などを日常的に行っている子どものこと。 
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■ユニバーサルデザイン 

ユニバーサルとは「普遍的」という意味で、建物や製品などのデザインにおいて、障害の有無

などに関わらず、当初からすべての人が使いやすいように普遍的な機能を組み込んでおくとい

う考え方。バリアフリーと似た概念であるが、バリアフリーが今ある障壁を取り除くという考

え方であるのに対し、ユニバーサルデザインははじめから障壁がないようにデザインするとい

う考え方に立つもの。 

■要介護者 

介護保険制度において、①要介護状態にある65歳以上の者、②要介護状態にある40歳以上65

歳未満の者であって、要介護状態の原因である障害が末期のがんなど特定疾病によって生じ

たものであるもの。介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することおよびそ

の該当する要介護状態区分（要介護1～5）について市町村の認定（要介護認定）を受けなけれ

ばならない。 

■要介護状態 

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動

作の全部または一部について、6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態

のこと。 

■要支援者 

介護保険制度において、①要支援状態にある65歳以上の者、②要支援状態にある40歳以上65

歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病に

よって生じたものであるもの。予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当するこ

とおよびその該当する要支援状態区分（要支援1・2）について市町村の認定（要支援認定）を

受けなければならない。 

 

【ラ行】 

■隣保館 

社会福祉法に基づく隣保事業の推進および基本的人権の尊重の精神にのっとり、同和問題を

はじめあらゆる人権問題の速やかな解決を図るため、地域社会の全体の中で、福祉の向上、人

権啓発および住民の交流の拠点となるコミュニティーセンターとして、各種の事業を総合的

に行う施設。 

■老人クラブ 

地域を基盤とする高齢者の自主的組織。同一小地域内に居住する、おおむね60歳以上で30人

以上の会員から組織される。高齢者の生きがいづくり、健康づくりを進める活動、ボランティ

ア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動等の多様な社会活動を総合的に実施する。  
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２ サービス一覧 

 

【訪問を受けて利用するサービス】 

■訪問介護（ホームヘルプ） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護や調

理、洗濯、掃除等の家事を行うサービス。身体介護とは利用者の身体に直接接触して行うサー

ビスで、日常生活動作や意欲の向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス。

生活援助は身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利

用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人もしくは家族が家事を行うことが

困難な場合に行われるサービス。 

■訪問入浴 

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看

護職員や介護職員が入浴の介護を行うサービス。 

■訪問看護 

医師の指示等に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話また

は必要な診療の補助を行うサービス。 

■訪問リハビリテーション 

医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能

の維持回復および日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行うサービス。 

■夜間対応型訪問介護 

夜間において、①定期的な巡回による訪問介護サービス、②利用者の求めに応じた随時の訪

問介護サービス、③利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行うサー

ビス。 

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と

随時の対応を行うサービス。 

■居宅療養管理指導 

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、

歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービス。 

■介護予防型訪問サービス 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、高齢者に対して、入浴、食事等の身体介護や調理、洗濯等の

生活援助を行うサービス。 
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■生活支援型訪問サービス 

要支援1・2と認定された人や基本チェックリストを受けて介護予防•生活支援サービス事業対

象者と判定された人を対象に、掃除や調理などの利用者が自力では困難な家事について、家族

などの支援が受けられない場合に訪問して、支援するサービス。 

■生活サポート事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスのうちのひとつで、在宅で支援を必要と

する高齢者の自宅を、一定の研修を受けた人が訪問して行う、買い物や掃除といった日常生活

の支援のこと。 
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【通所して利用するサービス】 

■通所介護（デイサービス） 

日中、デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の

支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、

利用者の家族負担の軽減を図る。 

■地域密着型通所介護（小規模デイサービス） 

日中、利用定員18人以下の小規模の老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入

浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、

利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図る。 

■通所リハビリテーション（デイケア） 

介護老人保健施設や診療所、病院などに通ってもらい、日常生活の自立を助けるために理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の維持回復を図るサー

ビス。 

■認知症対応型通所介護 

老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどにおいて、通所してきた認知症の利用

者に対して、入浴、排泄、食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練

（リハビリテーション）等を行う。 

■短期入所生活介護 

特別養護老人ホームなどに短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の

支援や機能訓練などを行うサービス。 

■短期入所療養介護 

介護老人保健施設などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療

や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービス。 

■小規模多機能型居宅介護 

通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、

入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練（リハビリテーション）を行

う。 

■看護小規模多機能型居宅介護 

「小規模多機能型居宅介護」と訪問看護を組み合わせて提供するサービス。要介護度が高く、

医療的なケアを必要とする人が、住み慣れた家や地域で安心して生活することが可能になる。 

■介護予防型デイサービス 

既に介護予防通所介護を利用し介護予防通所介護の利用の継続が必要な場合、退院直後で状

態が変化しやすく、専門的なサービスとして介護予防通所介護が特に必要な場合および多様
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なサービスの利用が難しい場合について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自

立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練等を行う

ことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向

上を目指すサービス。 

■活動型デイサービス 

その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

自立支援に資する通所サービス(ミニデイサービス、運動・レクリエーション等)を提供するこ

とにより、利用者の生活機能の維持または向上を目指すサービス。 
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【生活する環境を整えるサービス】 

■福祉用具貸与 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るため、福祉用具をレンタルも

しくは販売するサービス。福祉用具には特殊寝台、車いす、褥瘡（じょくそう）予防用具、歩

行器、ポータブルトイレ、シャワーチェア、入浴用リフト、立ち上がり座椅子などがある。 

■住宅改修 

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活が続けられるよう、住宅の改修を行うサービス。 

 

【入居・入所して利用するサービス】 

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設。入所によ

り、入浴・排泄・食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが受けられる。介

護老人福祉施設は、老人福祉法では、特別養護老人ホームと呼ばれる。 

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排泄・食事等の

介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。 

■介護老人保健施設 

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施

設。利用者の状態に合わせた施設サービス計画（ケアプラン）に基づき、医学的管理のもと

で、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排泄といった日常生活上の介護などをあわせて

受けることができる。 

■介護医療院 

日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れや看取り・ターミナル等の機能と、「生活施

設」としての機能を兼ね備えた医療内包型の介護保険施設。今後増加が見込まれる慢性期の

医療・介護ニーズに対応するための介護保険施設。 

■特定施設入居者生活介護 

介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス

付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排泄・食事等の介護、その他

必要な日常生活上の支援を行う。 

■地域密着型特定施設入居者生活介護 

介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽

費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排

泄・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行う。 



 

115 

■認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活

上の世話、機能訓練を行う。少人数（5人～9人）の家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅ら

せて、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指す。 

 

【計画をつくるサービス】 

■居宅介護支援 

要介護1～5の認定を受けた方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー

（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン（居

宅サービス計画）を作成したり、ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所等との連

絡・調整などを行う。 

■介護予防支援 

要支援1・2の認定を受けた方が、自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、

ケアプラン（介護予防サービス計画）の作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行う。 
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